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環境省 1330010

都道府県にお
ける各種審議
会の必置規制
の見直し

環境基本法
43条
自然環境保全
法　51条

環境基本法第43条及び自然環境
保全法51条の規定において都道
府県に対し、基本的事項の調査審
議及び法律で定める事項につき、
環境の保全に関し学識のある者を
含む者で構成される審議会その他
合議制の機関を置くことを義務付
けている。

C -

　　環境基本法第４３条及び自然環境保全法第５１条におい
ては、都道府県に対し、環境保全に関する基本的事項や法
律で定める事項等を調査審議するため、審議会を置くことと
している。
　本規定は環境問題の解決に当たり、地域における取組が
不可欠であり、地域の具体的な環境保全対策にも地域の有
識者、住民代表の意見を反映することが望ましいことから定
められたものである。故に、上記の規定の廃止は適当では
ない。
　なお、環境基本法第４３条第２項及び自然環境保全法第５
１条第３項においては、審議会の組織及び運営に関し必要
な事項は条例で定めることとされており、各都道府県の自主
性に任されている。このため条例において、環境基本法第４
３条第２項に基づき設置する都道府県環境審議会を、自然
環境保全法第５１条に基づき設置する都道府県自然環境保
全審議会に充てる例もあり、柔軟な運用が可能である。

意見は提出しない。現在，本県で各審議会等
について，具体的な整理を行っており，その結
果を踏まえて，次回以降，提案を行っていくこ
ととする。

1140 11402040 広島県
分権ひろしま
活性化プラン

都道府県において設置を義務付け
られている審議会等各種付属機関
について，設置する地方自治体の
運営方針によって任意に設置でき
るよう各種関係法律等を見直すこ
と。

環境省 1330020

バイオマス利
活用地区計画
策定区域にお
ける産業廃棄
物処理施設設
置許可の適用
除外

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第２
条第４項、廃
棄物処理法施
行令第２条第
１０号

生ゴミは産業廃棄物の品目とされ
ていない。

C

　御提案が、生ゴミを産業廃棄物として取り扱い、施設の設
置許可を不要とする制度対応を求める内容であれば、生ゴミ
と家畜ふん尿は同一性状とは認められないことからそれぞ
れの性状に応じて必要な規制を適用すべきであること、ま
た、処理責任に着目した廃棄物処理法上での区分にかんが
みると、一体型の施設整備を行うことをもって処理の責任主
体までを同一とすることは排出事業者責任をあいまいにする
ものであり適切ではないことから、対応は困難である。また、
ご提案の内容が、一般廃棄物である生ごみを処理する処理
施設を設置する際に、許可ではなく届出制度を要望するもの
であれば、そもそも過去の廃棄物処理法改正において、一
般廃棄物処理施設の安全性・信頼性の確保を図るため処理
施設設置に係る規制がそれまでの届出制から許可制に強
化されたこと、また、市町村が設置する一般廃棄物処理施
設については、一般廃棄物の処理責任を有する市町村がそ
の事務を執行するため設置するものであり、市町村が長年
にわたる一般廃棄物の処理に係る経験を有する事情に鑑
み、引き続き届出制としたものであることから、対応は困難
である。

提案者の提案の趣旨は、
バイオマス利活用施設に
限って廃棄物処理施設とし
ての規模要件である５ｔ以
上の処理能力という基準を
緩和して欲しい、というもの
と思量されるが、この点に
ついて再度検討し回答され
たい。

C

法第８条第１項に基づく設置許可が必要な一般
廃棄物処理施設の規模要件として、１日当たりの
処理能力５トン以上と定めているのは、当該規模
要件を超える規模の一般廃棄物処理施設におい
ては、その設置、稼働等に伴い周辺の生活環境
に影響を及ぼすおそれがあるからであり、バイオ
マス利用施設についても他の施設類型と同様
に、処理に係る生ごみ等に由来する汚水、悪臭
等による生活環境への影響のおそれが払拭でき
ないことから当該規模要件の緩和は不可能であ
る。

右の提案主体の意見を踏
まえて再度検討し、回答さ
れたい。

現在のバイオガスプラントについては、嫌気性発
酵により臭気対策は可能である。また、発酵残渣
である消化液については、悪臭も無く、液肥とし
ての活用を検証中であり、汚水を場外へ排出す
るのでなく、農地への液肥として還元する方法を
採用することとしているため、汚水処理、臭気対
策に問題がない当該プロジェクトに対しては、規
制緩和の対象となり得ると考えるので、再検討さ
れたい。

C

当該バイオマス利用施設については、正に再意
見にあるとおり、処理に係る生ごみ等に由来して
汚水、悪臭が発生しているため、それらによる生
活環境への影響をどのように防止しているかを
審査し、施設の稼働に際し防止策が図られてい
るかを監督していく必要があり、規制緩和の対象
とはなり得ない。

1216 12162060
那須野ヶ原
土地改良区
連合

人と自然に
優しい地域
環境再生プ
ロジェクト

バイオマスプラントでは畜産糞尿及
び生ゴミを投入して発電することが
必要となるが、「畜産廃棄物等は、
一般廃棄物処理施設で処理される
ことが可能で、尚かつ１日の処理能
力５tと規制」されているところにつ
いて、バイオマス利活用地区計画
策定地域に限って、撤廃されたい。
また、市町村の設置に係る一般廃
棄物処理施設と同様、都道府県知
事に届出ることにより設置可能とな
るよう規制緩和をお願いしたい。

環境省 1330030

一般廃棄物溶
融スラグの自
治体間流通と
利用の特例

平成10年3月
26日生衛発第
508号の厚生
省生活衛生局
水道環境部長
通知『一般廃
棄物の溶融固
化物の再生利
用の実施の促
進について』

市町村が溶融固化した溶融固化
物であって、「一般廃棄物の溶融
固化物の再生利用に関する指針」
中の溶融固化物に係る目標基準
に適合するものにつき、市町村が
自ら発注した公共建設工事におい
て利用される場合には、当該利用
は廃棄物の処分に該当するもので
はないとして差し支えないこととさ
れている。

C

ご指摘の通知においては、市町村が溶融固化した一定の性
状を満足する溶融スラグを、占有者である市町村自らがそ
の責任の範囲内で利用する場合には、廃棄物の処分に該
当するものではないとしたものである。

提案者の提案の趣旨は、
現在単独の市町村が自ら
溶融スラグについて公共事
業に使用してよい、とされて
いるのに対し、市町村にお
いて溶融固化された溶融ス
ラグを他の市町村において
公共事業に使用することを
認めて欲しいというもので
ある。そもそもの通知が市
町村であれば適正に扱え
る、という前提に立っている
ものと推定されるが、それ
であれば複数の市町村が
関わったとしても同様に扱
うことが可能なのではない
かと思われるが、この点及
び提案者の意見を踏まえ、
再度検討し、回答された
い。

一般廃棄物溶融スラグの生産量は今後飛躍
的に増えることが見込まれております。大量に
利用可能な市町村が近隣の他の市町村で排
出された溶融スラグを引き受けて自ら発注す
る公共建設工事に利用すれば全体として有効
利用が促進され、広域的に最終処分場の延
命が図れます。溶融スラグを引き受けて新た
に占有者となった市町村自らが、その責任の
範囲内で利用する場合についても廃棄物の処
分に該当するものではないとして何ら支障は
ないと考えます。

C

御指摘の通知については、「市町村であれば溶
融スラグを適正に扱える」という前提に立ったも
のではなく、溶融スラグの処理責任は当該溶融
スラグの占有者たる市町村に存することから、公
共建設工事に使用された溶融スラグに起因して
何らかの問題が起こった場合に、工事現場の現
状復帰等の対策を実施し処理責任を確実に全う
できる範囲として、当該市町村の自ら発注した公
共建設工事に限り一定の品質を有する溶融スラ
グの利用を認めたものであり、溶融スラグの占有
者である市町村の責任が及ばない可能性のある
他市町村における工事にまでその利用を拡大す
ることはできない。なお、他市町村で溶融固化さ
れた溶融スラグを有償で買い取って公共建設工
事に用いることは廃棄物の処理には該当しない
ので、廃棄物処理法に抵触することはない。

右の提案主体の意見を踏
まえ、排出元と受入先の責
任分担を明確にした場合に
ついて溶融固化した市町村
以外の公共工事で利用さ
れる場合にも廃棄物の処
分に該当しないようにでき
ないか再度検討し、回答さ
れたい。

溶融スラグを市町村間で移動して利用すると万
一不慮の事故が発生した場合に責任の所在が
不明確になることを懸念されていますが、この問
題は溶融スラグの処理の委託側と受託側との間
で将来の責任関係を明確にしておけば解決され
るものと考えます。受託者側が引き取った溶融ス
ラグの利用について責任を持つことを処理委託
契約の中に明確にし、自区内で排出された溶融
スラグと同様に溶出試験等によって安全性を確
認して自ら発注する公共工事に利用するならば、
この利用を廃棄物の処分に該当しないとして何ら
支障がないと考えます。

ご指摘の通知については、市町村が溶融固化し
た溶融スラグについて、当該市町村自らが公共
建設工事に使う場合に、廃棄物処理の諸規制に
則った処分を行わなくてもよいとするものであっ
て、このように使用した場合に溶融スラグを廃棄
物でないものとするとの趣旨ではない。したがっ
て、廃棄物処理法の現行規定上も、また、その体
系からも、他の市町村が公共建設工事に使用し
たことをもって、溶融スラグの排出市町村に対し
て廃棄物の処理責任を免除することはできない。
一方で、受け入れ市町村側にも公共建設工事実
施の責任が発生することから、責任関係が不明
確にならざるを得ないと考えている。
一方で、溶融スラグが有価物となった場合は、廃
棄物処理法上の責任は発生しなくなることから、
そのような問題は生じなくなる。また、現在、溶融
スラグの路盤材等への利用についてはＪＩＳ規格
を設定するための検討が行われていると承知し
ているが、他の利用方法についてもこのような規
格ができることにより、溶融スラグの利用が進む
ものと考えている。

1164 11641010
日本充てん
協会

防災と廃棄
物対策を兼
ねた地盤安
定化構想

平成10年3月26日生衛発第508号
の厚生省生活衛生局水道環境部
長通知『一般廃棄物の溶融固化物
の再生利用の実施の促進につい
て』において、「市町村が溶融固化
した目標規準適合溶融固化物をそ
の市町村が自ら発注した公共工事
に利用する場合にはこの利用を廃
棄物の処分に該当しないものとして
差し支えない」とされている。
この特例の措置を拡大し、当該地
以外の自治体で発生した溶融固化
物を公共工事に利用する場合も廃
掃法の規制の適用外とする。

環境省 1330030

一般廃棄物溶
融スラグの自
治体間流通と
利用の特例

平成10年3月
26日生衛発第
508号の厚生
省生活衛生局
水道環境部長
通知『一般廃
棄物の溶融固
化物の再生利
用の実施の促
進について』

市町村が溶融固化した溶融固化
物であって、「一般廃棄物の溶融
固化物の再生利用に関する指針」
中の溶融固化物に係る目標基準
に適合するものにつき、市町村が
自ら発注した公共建設工事におい
て利用される場合には、当該利用
は廃棄物の処分に該当するもので
はないとして差し支えないこととさ
れている。

C

ご指摘の通知においては、市町村が溶融固化した一定の性
状を満足する溶融スラグを、占有者である市町村自らがそ
の責任の範囲内で利用する場合には、廃棄物の処分に該
当するものではないとしたものである。

提案者の提案の趣旨は、
現在単独の市町村が自ら
溶融スラグについて公共事
業に使用してよい、とされて
いるのに対し、市町村にお
いて溶融固化された溶融ス
ラグを他の市町村において
公共事業に使用することを
認めて欲しいというもので
ある。そもそもの通知が市
町村であれば適正に扱え
る、という前提に立っている
ものと推定されるが、それ
であれば複数の市町村が
関わったとしても同様に扱
うことが可能なのではない
かと思われるが、この点及
び提案者の意見を踏まえ、
再度検討し、回答された
い。

一般廃棄物溶融スラグの生産量は今後飛躍
的に増えることが見込まれております。大量に
利用可能な市町村が近隣の他の市町村で排
出された溶融スラグを引き受けて自ら発注す
る公共建設工事に利用すれば全体として有効
利用が促進され、広域的に最終処分場の延
命が図れます。溶融スラグを引き受けて新た
に占有者となった市町村自らが、その責任の
範囲内で利用する場合についても廃棄物の処
分に該当するものではないとして何ら支障は
ないと考えます。

C

御指摘の通知については、「市町村であれば溶
融スラグを適正に扱える」という前提に立ったも
のではなく、溶融スラグの処理責任は当該溶融
スラグの占有者たる市町村に存することから、公
共建設工事に使用された溶融スラグに起因して
何らかの問題が起こった場合に、工事現場の現
状復帰等の対策を実施し処理責任を確実に全う
できる範囲として、当該市町村の自ら発注した公
共建設工事に限り一定の品質を有する溶融スラ
グの利用を認めたものであり、溶融スラグの占有
者である市町村の責任が及ばない可能性のある
他市町村における工事にまでその利用を拡大す
ることはできない。なお、他市町村で溶融固化さ
れた溶融スラグを有償で買い取って公共建設工
事に用いることは廃棄物の処理には該当しない
ので、廃棄物処理法に抵触することはない。

右の提案主体の意見を踏
まえ、排出元と受入先の責
任分担を明確にした場合に
ついて溶融固化した市町村
以外の公共工事で利用さ
れる場合にも廃棄物の処
分に該当しないようにでき
ないか再度検討し、回答さ
れたい。

溶融スラグを市町村間で移動して利用すると万
一不慮の事故が発生した場合に責任の所在が
不明確になることを懸念されていますが、この問
題は溶融スラグの処理の委託側と受託側との間
で将来の責任関係を明確にしておけば解決され
るものと考えます。受託者側が引き取った溶融ス
ラグの利用について責任を持つことを処理委託
契約の中に明確にし、自区内で排出された溶融
スラグと同様に溶出試験等によって安全性を確
認して自ら発注する公共工事に利用するならば、
この利用を廃棄物の処分に該当しないとして何ら
支障がないと考えます。

C

ご指摘の通知については、市町村が溶融固化し
た溶融スラグについて、当該市町村自らが公共
建設工事に使う場合に、廃棄物処理の諸規制に
則った処分を行わなくてもよいとするものであっ
て、このように使用した場合に溶融スラグを廃棄
物でないものとするとの趣旨ではない。したがっ
て、廃棄物処理法の現行規定上も、また、その体
系からも、他の市町村が公共建設工事に使用し
たことをもって、溶融スラグの排出市町村に対し
て廃棄物の処理責任を免除することはできない。
一方で、受け入れ市町村側にも公共建設工事実
施の責任が発生することから、責任関係が不明
確にならざるを得ないと考えている。
一方で、溶融スラグが有価物となった場合は、廃
棄物処理法上の責任は発生しなくなることから、
そのような問題は生じなくなる。また、現在、溶融
スラグの路盤材等への利用についてはＪＩＳ規格
を設定するための検討が行われていると承知し
ているが、他の利用方法についてもこのような規
格ができることにより、溶融スラグの利用が進む
ものと考えている。

5085 50850001
飛島建設株
式会社

平成10年3月26日生衛発第508号
の厚生省生活衛生局水道環境部
長通知『一般廃棄物の溶融固化物
の再生利用の実施の促進につい
て』において、「市町村が溶融固化
した目標規準適合溶融固化物をそ
の市町村が自ら発注した公共工事
に利用する場合にはこの利用を廃
棄物の処分に該当しないものとして
差し支えない」とされている。この特
例の措置を拡大し、当該地以外の
自治体で発生した一般廃棄物の溶
融固化物を公共工事(地下空洞を
充填する防災工事)に利用する場
合も廃掃法の規制の適用外とする
ことを求める。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

  構造改革特別区域基本方針別表１「１３０４　再
生利用認定制度対象廃棄物拡大事業」では、
「地域におけるリサイクル推進のため、地方公共
団体が特例を求める廃棄物について法令を上回
る規制を自ら設けていないとして内閣総理大臣
に構造改革特別区域計画の認定を申請し、その
認定を受けたときには、特定の廃棄物について
再生利用認定制度の特例の対象とすることがで
きる」と規定されている。従って、構造改革特別
区域計画の認定申請を行う時点までに、本県「県
外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関す
る条例」において、構造改革特別区域計画に基
づく再生利用認定制度に則って県外から搬入さ
れる廃棄物については、事前協議又は環境保全
協力金の対象外とするよう県内部での調整を進
めていくこととしている。

　当該再生利用法により全国的に廃プラスチック
の再生利用が促進されるとは認めらず、また、確
実に廃プラスチックが再生利用されるとは認めら
れないとのことであるが、当該ワックスをアスファ
ルト改質材として使用することにより以下の利点
が見込まれるため、各自治体においても広く使用
されると考えている。
　①アスファルト舗装の補修回数縮減による補修
費削減効果（本県の国、県、市町村が管理する
道路補修費の削減効果は約７億円（試算））
　②アスファルト舗装の補修回数縮減による通行
規制、交通渋滞の縮減、およびそれに伴う二酸
化炭素排出削減効果
　なお、当該ワックスは、本県以外では福岡県で
既に公共工事に使用されているほか、島根県と
石川県の事業者に対して公共事業での使用に係
る研修を実施しているところである。
　また、再生ワックスの他の利用方法については
本県が事業者と共同開発を行っているが、原料
となる廃プラスチックの回収コストの低減化が実
現すれば商品化が可能な低価格商品もあり、再
生利用認定制度を活用することで廃プラスチック
の再生利用が大きく拡大すると考える。（別添補
足資料参照）
　当該再生利用法は、石油コンビナート等の施
設・設備を利用することでしか不可能であった石
油精製品の再資源化を、より簡単な方法で実現
するものであり、当該再生品は国土交通省の新
技術提供システム（ＮＥＴＩＳ、登録番号KK-
020065）に登録されている。

1330050環境省

　当該事業を検討している非鉄製錬会社の施設
は、溶融飛灰が該当する特別管理産業廃棄物ば
いじん（鉛を含むことにより有害な物）の中間処
理業の許可を持ち、長年に渡り、産業廃棄物等
から鉛を回収・再生する事業を行っていることか
ら、溶融飛灰を扱うことに関する安全性は十分に
保証されていると判断される。また、同施設は平
成１４年１２月に環境省及び経済産業省の承認を
受けた「あおもりエコタウンプラン」に基づく塩素
分除去設備を整備し、同プランで構築されるシス
テムから発生する溶融飛灰について安全に処理
を行ってきた実績がある。
　当該事業を検討している非鉄製錬会社の計画
では、既存製錬設備での技術・実績を基に新た
に溶融炉を設置し、溶融飛灰の処理を行うことと
なっており、溶融炉から発生する「亜鉛・鉛等の
重金属酸化物を含むばいじん」は亜鉛・鉛の有価
製錬原料として、「銅を含む重金属メタル又は硫
化物」は、銅、金、銀等の有価製錬原料として、
自社製錬リサイクルネットワーク内で全量消費す
ることとしている。また、併せて発生する溶融固
化物（スラグ）に関しては、「都市ゴミ溶融スラグ」
相当以上の品質を確保する技術手的な見通しを
得ているが、「都市ゴミ溶融スラグ」の規格につい
ては、テクニカルレポートとして示されており、本
県の地域再生提案において、平成１７年度末ま
でにＪＩＳ化が図られる旨の回答が示されている
（１１４８２０８０）ことから、溶融固化物も確実な利
用が図られると判断される。

C
再生利用認定制度の対象とされて
いない。

廃棄物処理法
第９条の８、第
１５条の４の
２、廃棄物処
理法施行規則
第６条の４、第
１２条の１２の
４、平成１５年
環境省告示第
２５号廃プラス
チック類に係る
再生利用の内
容等の基準

再生利用認定
制度の対象品
目の基準の緩
和（廃プラス
チック）

廃プラスチックを分解炉において低分子化し、
ワックス状の物質に再生利用する方法につい
ては、熱分解ガスの処理など安全性が確立さ
れていないとのことであるが、「PW精製機」を
使用した低分子化に関しては（社）燃料協会の
データ分析や環境測定士等により安全性が確
立されていると考える。（詳細は、補足資料
「廃プラスチックの付加価値を高めるリサイク
ル技術について」の１を参照）
また、再生品の性状について標準的な規格が
あるとは認められないということであるが、当
該再生品は福井県雪対策・建設技術研究所
及び（財）福井県産業振興財団による事業者
との共同支援事業として、また、（社）近畿建
設協会からも新技術開発としての助成を受け
て行われたものであり、性状の標準的な規格
も定めており、県のリサイクル認定品にも登録
されている。（詳細は、補足資料「廃プラスチッ
クの付加価値を高めるリサイクル技術につい
て」の２を参照）

右の提案主体の意見及び
添付資料を踏まえ、技術的
な面を含め再度検討し回答
されたい。

再生利用認定制度は、廃棄物のリサイクルを行うに当たっ
て、生活環境の保全上支障が生じることのないことや、再生
品が利用者の需要に適合し利用が見込まれること等の一定
の要件に該当する再生利用に限って認められている許可制
度の特例である。御要望にて提案されている、廃プラスチッ
クを分解炉において低分子化しワックス状の物質に再生利
用する方法は、熱分解ガスを不適正に処理することによる事
故発生等の生活環境保全上の支障の発生が懸念され、許
可の特例を認めるに足りる安全性が確立されているとはい
えない。また、この方法により廃プラスチックから再生した
ワックスについて、再生品の性状を適合させるべき標準的な
規格があるとは認められず、再生品が利用者の需要に適合
し利用が見込まれる仕組みが確立しているとは認めがた
い。以上により再生利用認定制度の対象とすることは困難
である。
なお、廃棄物処理法においては、再生利用されることが確実
であると市町村が認めた一般廃棄物又は再生利用されるこ
とが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物につい
ては、それぞれ市町村長の指定又は都道府県知事の指定
により業の許可を不要とする制度も設けられているところで
ある。また、貴県においては、周辺住民の同意を求める等廃
棄物処理法を上回る規制を行っているものと聞いている。こ
うした規制は円滑なリサイクルを行うことを困難とする規制と
考えられるが、こうした規制を維持しながら、他方では廃棄
物処理法の許可取得に係る規制緩和を求めるという点につ
いて、県内の関係部局間での調整を十分にお図りいただくこ
とが必要ではないかと考える。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。
回答にあたっては、なぜ当
該廃棄物の再生利用が全
国的な見地から促進される
とは認められないのか、確
実に再生利用が行われると
は認められないのか、を明
らかにされたい。併せて今
後必要となるデータ等どの
ようにすれば対象として認
められるようになるのか具
体的に明らかにしつつ回答
されたい。

ご提案の要望内容については、①当該手法を再
生利用認定の対象として位置づけることにより、
当該廃棄物の再生利用が全国的な見地から促
進されるとは認められないこと、②広範なユー
ザーが見込まれ、かつ再生品の規格があるなど
確実に再生利用が行われるとは認められないこ
とから、現段階においては、再生利用認定制度
の趣旨に即した内容であると認めることは困難で
あり、まずは通常の許可制の下で、当該方法に
よる廃プラスチックの再生利用が発展していく土
台を構築していただくことが適当と考える。

C 1193

①廃プラスチックを低分子化する方法が、排ガス
中のダイオキシン類の濃度などについて環境保
全上支障がないものと認められ、②（１）得られた
再生品が価格及び品質の点において利用者の
需要に適合し、現在利用されているアスファルト
改質剤の利用状況に照らしても、再生品の利用
が見込まれること、（２）これにより、通常のアス
ファルト改質剤ではなく廃プラスチックから再生し
たワックスを添加した改質アスファルトを利用す
ることによる廃プラスチックの再生利用促進効果
等が明確となること、といったように、当該再生品
が確実に再生利用される仕組みが確立されるも
のであれば、再生利用認定制度の特例の対象と
することを検討する。

C

地域におけるリサイクル推進のた
め、地方公共団体が特例を求める
廃棄物について法令を上回る規制
（関係者の同意、流入規制（当該地
方公共団体の区域内のみの廃棄
物を用いて再生利用を行う場合及
び単なる届出を除く。））を自ら設け
ていないとして、内閣総理大臣に構
造改革特別区域計画の認定を申請
し、その認定を受けたときには、以
下の廃棄物について再生利用認定
制度の特例の対象とする。
　・廃プラスチックを分解炉において
低分子化し、ワックス状の物質に再
生し利用する場合

廃プラ・リサ
イクル経済特
区

福井県11931010

　溶融処理した飛灰（以下、「溶融飛灰」）に含
まれる主たる有害重金属は鉛であるが、本溶
融飛灰の処理事業は、日本最大級の亜鉛、
鉛、カドミウム非鉄製錬会社が計画しているも
のであり、同社はすでに溶融飛灰が該当する
特別管理産業廃棄物ばいじんの中間処理業
の許可を取得しており、溶融飛灰を扱うことに
関する安全性は十分に保証されていると判断
される。また、排出元からの処理施設までの
収集運搬においては、溶融飛灰を排出元の工
場内でフレコンバック（樹脂製の粉体輸送用
袋）に封入した上で、当該コンテナバックを、密
閉可能な金属製箱形荷室を装備したトラック、
もしくは鉄道輸送可能な鉄製コンテナを利用し
て輸送することとしており、輸送中の飛散及び
流出の危険性に対する配慮は十分になされて
いると判断される。
　また、溶融飛灰の処理方法は、一般ゴミの
焼却灰の溶融処理と基本的に同様であり、亜
鉛・鉛等の重金属酸化物を含むばいじん（た
だし、溶融飛灰処理の場合、重金属濃度は40
～50%に達する）、銅を含む重金属メタルまた
は硫化物、溶融固化物（スラグ）の3種類の再
生品が発生する。これらの再生品について
は、高濃度の重金属酸化物を含むばいじんは
亜鉛・鉛の製錬原料、重金属メタル及び硫化
物は銅・金・銀等の製錬原料、溶融固化物は
建設資材等の有価物として取り扱われている
実績があり、利用者への需要に対して十分に
適合していると判断される。

廃棄物処理法
第９条の８、第
１５条の４の
２、廃棄物処
理法施行規則
第６条の２、第
１２条の１２の
２

　一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第７条第６項ただし書き及び同法１４条第６項
ただし書きにより、許可制度の特例が認めら
れているのは一般廃棄物処分業及び産業廃
棄物処分業の許可のみであり、この特例に
よっても産業廃棄物処理施設設置許可は必
要であるから、実質的に企業の手続きの軽減
にならず、再生利用認定制度に基づく許可制
度の特例を適用させることにより、溶融飛灰の
適正処理及び再資源化を促進していくことが
必要である。
　なお、本県が導入している廃棄物処理法を
上回る規制とは、県外産業廃棄物の搬入に係
る事前協議等に関する条例に基づく環境保全
協力金を指すものと思慮されるが、当該制度
は、県外産業廃棄物の搬入に係る監視指導
等生活環境の保全に要する必要最小限の経
費を県外排出事業者にも任意で応分に負担し
ていただき、当該廃棄物の適正処理の推進や
再資源化の促進を目的に実施しているもので
ある。本溶融飛灰処理事業に関しては、自治
体が排出する一般廃棄物に分類される溶融
飛灰が太宗を占めるが、当該溶融飛灰は環
境保全協力金の対象としていないほか、産業
廃棄物に分類される溶融飛灰についても、同
制度はリサイクルの促進にも十分配慮し、
90％以上再生される場合はその協力金の額
について、大幅な軽減措置を講じているところ
である。

C

溶融飛灰が、そもそも有害な重金属類を含むも
のであるところ、ご提案の要望では全国から溶融
飛灰を受け入れることを想定されているとのこと
であるので、広域的に運搬することによる生活環
境保全上の支障が発生した場合の影響等に照ら
すと、許可の特例を認めるに足りる安全性が確
立されているとは認めることは困難である。ま
た、溶融飛灰の受入れ見込み、再生により生じ
た溶融スラグ等の利用先等の事業スキームにつ
いて未だ不明確であることから、確実に再生利用
が行われると認めることは困難である。また、貴
県の「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等
に関する条例」において、構造改革特別区域計
画に基づく再生利用認定制度に則って県外から
搬入される廃棄物については、事前協議又は環
境保全協力金の対象外とするよう県内部での調
整を進めていくとのことであるので、この調整を
注視して参りたい。

11481020 青森県
環境・エネル
ギー産業フロ
ンティア構想

溶融処理により廃棄物処理を行っ
た場合に発生する飛灰について、
再生利用認定制度の品目に追加
することにより、当該飛灰の適正処
理を促進し、自然環境の保全と循
環型社会の地域づくりに資する。

1148C

再提案でいただいた意見からは、飛灰の処理方
法について許可の特例を認めるに足りる安全性
が確立されているとは認められず、再生品につ
いても広範なユーザーが見込まれ、かつ再生品
の規格があるなど確実に再生利用が行われると
は認められないことから、現段階において再生利
用認定制度の趣旨に即した内容であると判断す
ることは困難である。また、貴県の「青森県県外
産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する
条例 」においては、県外廃棄物を搬入する場合
に知事に協議する規制や環境保全協力金制度
があるものと承知しており、こうした規制を維持し
ながら他方では廃棄物処理法の許可取得に係る
規制緩和を求めるという点について、県内の関
係部局間での調整を十分にお図りいただくことが
必要ではないかと考える。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。なお、対応できない
場合、どのようなデータが
必要であるか等対象とする
ために必要な条件を具体的
に明らかにしつつ回答され
たい。

C

再生利用認定制度は、廃棄物のリサイクルを行うに当たっ
て、生活環境の保全上支障が生じることのないことや、再生
品が利用者の需要に適合し利用が見込まれること等の一定
の要件に該当する再生利用に限って認められている許可制
度の特例である。御要望において再生利用しようとする飛灰
は、そもそも有害な重金属類を含むため処理方法について
も許可の特例を認めるに足りる安全性が確立されていると
はいえず、飛散や流出のおそれも高いことから再生利用認
定制度の対象となる廃棄物からは排除されているが、このよ
うなおそれが御要望の内容においても否定できないことか
ら、廃棄物処理法に基づく許可制度の下で、都道府県知事
の監督を受けつつ、実施すべきである。また、飛灰から取り
出す再生品の標準的な規格の有無や、再生品が利用者の
需要に適合し利用が見込まれる仕組みが確立しているか否
かについても明らかではない。以上により再生利用認定制
度の対象とすることは困難である。
なお、廃棄物処理法においては、再生利用されることが確実
であると市町村が認めた一般廃棄物又は再生利用されるこ
とが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物につい
ては、それぞれ市町村長の指定又は都道府県知事の指定
により業の許可を不要とする制度も設けられているところで
ある。また、貴県においては、流入規制や周辺住民の同意
を求める等廃棄物処理法を上回る規制を行っているものと
聞いている。こうした規制は円滑なリサイクルを行うことを困
難とする規制と考えられるが、こうした規制を維持しながら、
他方では廃棄物処理法の許可取得に係る規制緩和を求め
るという点について、県内の関係部局間での調整を十分に
お図りいただくことが必要ではないかと考える。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

環境省 1330040

再生利用認定
制度の対象品
目の基準の緩
和（溶融処理
に伴う飛灰）

再生利用認定制度の対象とされて
いない。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

　なお、「廃棄物処理法においては、再生利用
されることが確実であると都道府県知事が認
めた産業廃棄物については都道府県知事の
指定により業の許可を不要とする制度も設け
られている。」とのことだが、都道府県知事の
指定を受けるためには手続が煩雑であるこ
と、都道府県知事の指定では地域の実情に応
じた弾力的な対応が難しいことなどから、今
回、市町村が地域の実情に応じて生活環境の
保全の観点から支障がないと判断した範囲内
で食品産業廃棄物を廃棄物処理法上の許可
を有しない堆肥化施設で処理することを要望
したものである。

環境省 1330070

町指定の再生
利用物（木屑）
に対する廃棄
物処理法の規
制緩和

廃棄物処理法
第１４条第１項
及び第６項、
第１５条

木くず処理施設を設置し、処分を
行う場合には、産業廃棄物処理業
の許可が必要となるほか、施設の
種類・規模によっては産業廃棄物
処理施設の設置許可が必要とな
る。

C

廃棄物処理法上の許可制・処理基準は生活環境保全上の
観点から定められ,産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理
施設の設置については、許可権者たる都道府県知事（保健
所設置市にあっては、市長）の管理監督の下、廃棄物の適
正な処理を確保している。このような法の趣旨に照らすと産
業廃棄物に関する監督権限を持たない「町長が指定する」こ
とをもって、御要望の木くずの適正処理が確実に担保しうる
と認められず、業の許可を不要とすることや処理基準を緩和
することは困難である。
なお、廃棄物処理法においては、再生利用されることが確実
であると都道府県知事が認めた産業廃棄物については都道
府県知事の指定により業の許可を不要とする制度も設けら
れているところである。

提案は町の責任において
指定するものであり、提案
の趣旨を実現するとの観点
から、再度検討し回答され
たい。

C

産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の
設置については、産業廃棄物の処理は広域的な
処理を前提として行われていること、産業廃棄物
処理施設の設置許可に当たっては周辺地域の
生活環境保全を確保する必要があり、かつ相当
量の事務負担を要すること等から、都道府県知
事（保健所設置市にあっては、市長）による許可
制としているところであり、都道府県に準ずる能
力を有すると見込まれる保健所設置市以外の市
町村に権限を委譲することは適切ではないと考
える。また、廃棄物処理法においては、適正処理
を担保するために必要不可欠な手段として、立
入検査・報告徴収・行政処分等の監督権限を定
めているところである。

1183 11831050
岩手県紫波
町

循環型まち
づくり構想

資源を有効活用することにより地域
における森林資源循環が実践さ
れ、林業再生に資すると認められる
場合に限って、製材工場の木屑な
ど粉炭、木質ペレット燃料として再
生利用しても生活環境の保全の観
点から支障のないものとして町長
が指定した産業廃棄物について
は、間伐材等炭化施設、ペレット製
造施設などの産業廃棄物処理施設
でなくても当該産業廃棄物を処理し
ても生活環境の保全の観点から支
障のないものとして町長が指定した
施設において処分することを認め
る。また、この場合、産業廃棄物処
理業の許可がなくても当該産業廃
棄物の収集及び運搬を行うことを
可能とする。なお、当該施設につい
ては、受け入れ原材料管理や生産
履歴管理を義務付け、町が指導・
監督を行うものとする。

環境省 1330080

一般廃棄物の
適用範囲の拡
充（浄化槽汚
泥）

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第２
条第２項

廃棄物処理法においては産業廃
棄物以外の廃棄物を一般廃棄物
と区分している。

D-1
合併処理浄化槽で受け入れられるものを汚水処理した際に
生じる汚泥については、一般廃棄物としているところである。

1017 10171020 三重県津市

工場排水の
水質基準値
設定による
浄化槽処理
特区構想

浄化槽で処理できうる水質基準値
で工場等から排出された排水を浄
化槽で汚水処理した時に生じる汚
泥については、一般廃棄物として取
り扱う。

環境省 1330090

一般廃棄物処
分における民
間事業者参入
許可基準の緩
和

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第７
条第１０項第１
号

市町村長が一般廃棄物処分業の
許可をする要件のひとつとして、
「当該市町村による一般廃棄物の
処分が困難であること。」 の規定
がある。

C,
D-1

廃棄物処理法上、一般廃棄物の処理については市町村が
処理責任を負っており、当該処理責任の根幹的規定である
「当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。」
を除外することはできない。市町村は自らが策定する一般廃
棄物処理計画に従って、その区域内の廃棄物の収集・運搬
及び処分を行わなければならないこととされていることから、
一般廃棄物の処理を市町村が自ら実施するか、民間業者に
委託するか、許可業者を活用するかについては市町村の裁
量に委ねられているものである。なお、ご要望の民間事業者
の参入を図るのであれば、現行においても、廃棄物処理法
上第６条の２第２項に規定する委託を活用することができ
る。

提案の趣旨が実現できるも
のと考えてよいか。

C,D-1

廃棄物処理法上、市町村は自らが策定する一般
廃棄物処理計画に従って、その区域内の廃棄物
の収集・運搬及び処分を行わなければならないこ
ととされていることから、一般廃棄物の処理を市
町村が自ら実施するか、民間業者に委託する
か、許可業者を活用するかについては市町村の
裁量に委ねられているものである。
したがって、市町村の判断によりご要望の民間
事業者の参入を図ることは可能である。

1057 10571010 相生市
環境産業誘
致特区

構造改革特別区域において市町村
長が行う廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第７条第６項の許可の
要件のうち、「当該市町村による一
般廃棄物の処分が困難であるこ
と。」を除外する。

循環型まち
づくり構想

資源を有効活用することにより循環
農業を実践することが、地域住民
の利益に資すると認められる場合
に限って、食品製造業等からの動
植物性残渣など堆肥として再生利
用しても生活環境の保全の観点か
ら支障のないものとして町長が指
定した産業廃棄物については、高
品質堆肥製造施設などの産業廃棄
物処理施設でなくても当該産業廃
棄物を処理しても生活環境の保全
の観点から支障のないものとして
町長が指定した施設において処分
することを認める。また、この場合、
産業廃棄物処理業の許可がなくて
も当該産業廃棄物の収集及び運搬
を行うことを可能とする。なお、当該
施設については、受け入れ原材料
管理や生産履歴管理を義務付け、
町が指導・監督を行うものとする。

廃棄物処理法においては、適正処理を担保する
ために必要不可欠な手段として、立入検査・報告
徴収・行政処分等の監督権限を定めているところ
である。産業廃棄物の処理は、排出事業者の責
任の下、都道府県等のこうした法に基づくきめ細
やかな監督により適正処理を図っている。

1183 11831010
岩手県紫波
町

右の提案主体の意見を踏
まえ、特例事項について再
度検討の上回答されたい。

町長が指定する食品産業廃棄物を受入れる施
設としては、町が管理・運営を行い、家畜ふんや
生ごみ等を原料として堆肥を製造しているえこ３
センター（高品質堆肥製造施設）を考えており、
少なくとも町が責任を負う当該施設において再生
利用のため食品産業廃棄物の処分を行う場合に
は、県知事による産業廃棄物処理業の許可を不
要とし、県知事への届出などにすることができな
いかご検討いただきたい。

C
右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

C
（施設の
許可に
ついては
Ｅ）

産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の
設置については、産業廃棄物の処理は広域的な
処理を前提として行われていること、産業廃棄物
処理施設の設置許可に当たっては周辺地域の
生活環境保全を確保する必要があり、かつ相当
量の事務負担を要すること等から、都道府県知
事（保健所設置市にあっては、市長）による許可
制としているところであり、都道府県に準ずる能
力を有すると見込まれる保健所設置市以外の市
町村に権限を委譲することは適切ではないと考
える。また、廃棄物処理法においては、適正処理
を担保するために必要不可欠な手段として、立
入検査・報告徴収・行政処分等の監督権限を定
めているところである。

食品産業廃棄物の堆肥化施設を
設置し、処分を行う場合には、産
業廃棄物処理業の許可が必要で
ある。

C
（施設
の許可
につい
てはＥ）

廃棄物処理法上の許可制・処理基準は生活環境保全上の
観点から定められ,産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理
施設の設置については、許可権者たる都道府県知事（保健
所設置市にあっては、市長）の管理監督の下、廃棄物の適
正な処理を確保している。このような法の趣旨に照らすと、
産業廃棄物に関する監督権限を持たない「町長が指定する」
ことをもって、御要望の食品産業廃棄物の適正処理が確実
に担保しうると認められず、業の許可を不要とすることや処
理基準を緩和することは困難である。
なお、堆肥化施設は、廃棄物処理法上の許可施設（産業廃
棄物処理施設）ではなく、また、廃棄物処理法においては、
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた
産業廃棄物については都道府県知事の指定により業の許
可を不要とする制度も設けられているところである。

環境省 1330060

町長指定の再
生利用物（食
品産業廃棄
物）に対する
廃棄物処理法
の規制緩和

廃棄物処理法
第１４条第１項
及び第６項、
第１５条

　「産業廃棄物に関する監督権限を持たない
市町村の長が指定することでは、産業廃棄物
の適正処理が確実に担保し得るとは認められ
ない。」とのことだが、保健所設置市にあって
は、市長でも産業廃棄物に関する監督権限を
有することとなっている。まずは、保健所設置
市である市には産業廃棄物に関する監督権
限はあるのに対して、なぜ保健所設置市でな
い市町村には産業廃棄物に関する監督権限
がないのかという点について、具体的に御回
答いただきたい。
　次に、今回の要望では、堆肥化施設におい
て食品産業廃棄物が適正に処理されるよう食
品産業廃棄物受け入れ量の管理台帳及び堆
肥生産量の管理台帳を作成することなどによ
り、市町村が当該施設における食品産業廃棄
物の処理状況を把握して指導・監督することと
しており、産業廃棄物に関する監督権限を持
たない市町村であっても、このような代替措置
を講じることにより産業廃棄物の適正処理は
確実に担保されると考えている。しかしなが
ら、貴省においては、これらの代替措置を講じ
ていても産業廃棄物に関する監督権限を持た
ない市町村では適正処理は確実に担保し得
るとは認められないとのことだが、どのような
点から産業廃棄物に関する監督権限を持たな
い市町村では適正処理が確実に担保し得ると
は認められないと判断されたのか、具体的か
つ網羅的に御回答いただきたい。また、どの
ような代替措置を講じれば、産業廃棄物に関
する監督権限を持たない市町村であっても適
正処理が確実に担保されることとなるのか具
体的かつ網羅的に御教示いただきたい。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330110

再生利用対象
物品の廃棄物
からの除外
（廃石膏ボー
ド・無機汚泥）

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第２
条第４項、廃
棄物の処理及
び清掃に関す
る法律施行令
第２条第７号

廃棄物に該当するか否かは、その
物の性状、排出の状況、通常の取
扱形態、取引価値の有無及び占
有者の意思等を総合的に勘案して
判断すべきものであるとされてい
る。

C

廃棄物処理法においては、生活環境保全上の観点から、廃
棄物の処理について処理基準を設けている他、業の実施・
施設の設置を一般的に禁止し一定の基準に適合した者につ
いて禁止を解除する許可制としている。これらの規制は、受
け入れるものが廃棄物であり、その処理行程又は施設の設
置そのものが生活環境保全上の支障を生じさせることがお
それが認められるため設けられたものであり、処理後の再生
品の利用状況をもってこれらのおそれが否定されるものでは
ないことから、１００％リサイクルされることをもって廃棄物か
ら除外することは適当ではない。

提案の趣旨を実現するとい
う観点から、再度検討し回
答されたい。

C

廃棄物処理法の規制は、受け入れるものが廃棄
物であり、その処理行程又は施設の設置そのも
のが生活環境保全上の支障を生じさせるおそれ
が認められるため設けられたものであり、処理後
の再生品の利用状況をもってこれらのおそれが
否定されるものではないことから、１００％リサイ
クルされることをもって廃棄物から除外すること
は適当ではない。

提案は、リサイクルを推進
する観点から行ってるもの
であり、この観点に基づき
廃棄物から除外することは
適当でなくても、例えば再
生利用認定品目への追加
の可能性など、提案の事業
をどうすれば実現できるか
に関して再度検討し、回答
されたい。

C

再生利用認定制度は、廃棄物のリサイクルを行
うに当たって、生活環境の保全上支障が生じるこ
とのないことや、再生品が利用者の需要に適合
し利用が見込まれること等の一定の要件に該当
する再生利用に限って認められている許可制度
の特例である。ご提案の内容では、再生利用の
方法や、再生を行う施設の具体的な内容が不明
であるが、再生利用認定制度の対象とするに
は、省令に定める一定の要件を満たす必要があ
る。

1242 12421010

社団法人中
国地域ニュー
ビジネス協議
会、株式会社
トクヤマ、山
陽工営株式
会社

高再生率可
能廃棄物に
係る規制緩
和構想

廃掃法上の廃棄物の扱いを受ける
もののうち、現在埋立処分しか実質
処理方法がないが、100％リサイク
ル可能なものを100％リサイクルを
前提として廃掃法上の廃棄物から
除外する。産業廃棄物例外指定品
目として100％リサイクルを前提に
廃石膏ボートと無機汚泥を指定す
る。

10052010
(有)フォレスト
ファーム

畜糞・生ゴミ
混合堆肥化
による地域
内循環地産
地消型農業
システム化構
想

廃棄物を出る事業所によって分け
る産業廃棄物・一般廃棄物と言う分
類ではなく、同一性状・同一形状と
言うその物の物理化学的性状に
よって分類しその基準によって処理
方法を決定できる方法にする。

E

専権事項の意味するところが不明ではあるが、
廃棄物処理法上、一般廃棄物の処分は地方公
共団体が独占的に行うものとされているわけで
はない。また、一般廃棄物の処分業の許可を得
なくとも、市町村からの委託を受けることによって
一般廃棄物の処分を行うことが可能である。

1005

一般廃棄物を堆肥化することが技術的に可能な
畜糞堆肥化施設がある場合に、それとは別に一
般廃棄物専用の処理施設を設ける必要はない。
現に産業廃棄物たる畜糞の堆肥化を行っている
施設について、一般廃棄物処理施設の設置許可
を取得し、さらに一般廃棄物処理業の許可を取
得することにより、一般廃棄物を産業廃棄物と併
せて堆肥化することは可能である。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

日本政府は京都議定書を批准し地球環境を守る
為地球温暖化ガスの削減を推し進める事を全世
界に約束しました。国内では環境省は食品リサイ
クル法を成立させました。日本政府・環境省はこ
れをj実際に実行し実現する環境整備をする義務
があると考えます｡また我々国民はこの法律を具
現化するために国民自身が実行者として国に協
力する義務があります｡私共は農業を通じこの施
策を実現しながら地域農林業を再生する事を考
え、この事業を実施する事が新しい環境保全型
農林業の再構築になると考えました｡過去には畜
産廃棄物(畜糞)処理施設があまり順調に稼動さ
れていなかった事実は否定できません｡これは畜
糞処理が余計な仕事となっていることがあげられ
ます。私共の施設は畜糞を資源と捉え高品質堆
肥とする事によって地域に循環しております｡こ
の畜糞堆肥をより腐植や微生物の多い堆肥とす
る為には、現在多量に焼却処分されている事業
系一般廃棄物(生ゴミ)を地方公共団体の許可を
受け畜糞堆肥と混合処理し速やかに堆肥化する
事が農業の社会的義務であり責任であると考え
ます｡しかし地方公共団体は法律を盾に一般廃
棄物の処分は地方公共団体の専権事項と捉え
一般廃棄物の処分業等は許可しようとはしませ
ん｡一般廃棄物の最終処分場の確保・清掃工場
の焼却能力などの問題を抱えておりながら先送
りしているのが現状です｡食品リサイクル法は平
成１８年４月からのリサイクル開始を目指してい
ますがこの対象事業者が自らこの事業を実施す
る事は現実的ではありません｡私共は農業と畜
糞処理の堆肥化及び一般廃棄物の食品リサイク
ルをリンクさせ安心・安全な堆肥を生産し、京都
議定書の目標である地球環境保全と食品リサイ
クル法の理想の実現を目指しております｡食品リ
サイクル法の一定規模以上の食品事業者から出
る動植物性残渣(堆肥化可能なものなど)に限っ
て私共のような事業者も地方公共団体と同じく一
般廃棄物の処分(堆肥化)が可能になるよう法律
の改正などを求めます｡将来この事業が全国で
行われるようになった時、炭酸ガスの削減・地域
環境・農業に与える効果は非常に大きいのでは
ないでしょうか｡

産業廃棄物に分類されている畜糞と一般廃棄物に分類され
ている生ゴミ(動植物性残渣)を既存の畜糞堆肥化施設で混
合し堆肥化するにあたり、廃棄物処理施設設置の許可につ
いては、畜糞堆肥化施設が産業廃棄物処理施設には当たら
ないことから、産業廃棄物処理施設としての許可は必要な
く、一般廃棄物処理施設としての許可を取得すれば足りる。
なお、一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、一般廃棄物
である生ゴミ(動植物性残渣)を処理するにあたっては、当該
処理を行おうする区域を管轄する市町村長から業の許可を
取得する必要がある。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

当社は第三者の農業法人の畜糞を堆肥化す
るために松山市から産業廃棄物処分業(動植
物性残渣・動物のふん尿)の許可を取得しまし
た｡確かに畜糞堆肥化施設は産業廃棄物処理
施設の許可は不要ですが産業廃棄物処分業
の許可は必要です｡畜糞は産業廃棄物であり
動植物性残渣に該当すると考えます｡廃棄物
の区分としては産業廃棄物・一般廃棄物に区
分されていますが、当社は同じ性状の動植物
性残渣について同一施設での処理が可能に
なる事を目標にしています｡この方法が合理的
で農業の振興の上からも必要だからです｡わ
ざわざ一般廃棄物の処理施設を単独で作れ
ば可能な事は判りますが、農業が新しい社会
的責任と産業としての自立をする為に今回の
構想を提案しております｡焼却施設で同一性
状の処理を認めているのはこの合理性なので
はないでしょうか｡どのような施設であれ適正
に運転しなければ適正な処理は不可能です｡
堆肥化施設に於いても適正に処理すれば動
植物性残渣から確実に良い堆肥を作る事が
出来ます｡当社は今年３月松山市から短期許
可を受け生ゴミ堆肥化試験を畜糞堆肥化施設
で実施しました｡畜糞・生ゴミ混合堆肥化試験
は大変順調に推移し実験成功を確認する事
が出来ました｡焼却施設で認められている同
一性状・同一形状の同一施設での廃棄物処
理を動植物性残渣の堆肥化処理にも適用して
ください。食品リサイクル法が成立し平成１８
年４月からは再生利用の実施率２０％が求め
られています｡現状では地方にはこの受け皿
がありません｡これを農業法人が代行実施す
る方法が非常に合理的であると考えます｡自
分の耕作する土地に安全な堆肥を施用する
責任が農業法人にはあります。確実に動植物
性残渣を堆肥化する事を担保する事が出来る
のは農業です｡農業からも各種動植物性残渣
廃棄物が出ております｡食品リサイクル事業は
農業に最も適した社会的役割を与えると確信
し、この事業を農業法人の事業に加えたいと
考えます｡

E

(有)フォレスト
ファーム

畜糞・生ゴミ
混合堆肥化
による地域
内循環地産
地消型農業
システム化構
想

産業廃棄物の動植物性残渣・畜糞
と一般廃棄物の動植物性残渣の場
合も堆肥化については産業廃棄物
処理施設での堆肥化処分を許可し
てください｡

環境省 1330100

産業廃棄物処
理施設におけ
る同一性状・
同一形状の一
般廃棄物処理
の可能化

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第７
条第１項、第８
条第１項、第１
５条第１項

一般廃棄物の収集又は運搬を業
として行おうとする者は、当該業を
行おうとする区域を管轄する市町
村長の許可を受けなければならな
い。また、廃棄物処理施設を設置
しようとする者は、当該廃棄物処
理施設を設置しようとする地を管
轄する都道府県知事の許可を受
けなければならない。

E

専権事項の意味するところが不明ではあるが、
廃棄物処理法上、一般廃棄物の処分は地方公
共団体が独占的に行うものとされているわけで
はない。また、一般廃棄物の処分業の許可を得
なくとも、市町村からの委託を受けることによって
一般廃棄物の処分を行うことが可能である。

1005 10051010

一般廃棄物を堆肥化することが技術的に可能な
畜糞堆肥化施設がある場合に、それとは別に一
般廃棄物専用の処理施設を設ける必要はない。
現に産業廃棄物たる畜糞の堆肥化を行っている
施設について、一般廃棄物処理施設の設置許可
を取得し、さらに一般廃棄物処理業の許可を取
得することにより、一般廃棄物を産業廃棄物と併
せて堆肥化することは可能である。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

日本政府は京都議定書を批准し地球環境を守る
為地球温暖化ガスの削減を推し進める事を全世
界に約束しました。国内では環境省は食品リサイ
クル法を成立させました。日本政府・環境省はこ
れをj実際に実行し実現する環境整備をする義務
があると考えます｡また我々国民はこの法律を具
現化するために国民自身が実行者として国に協
力する義務があります｡私共は農業を通じこの施
策を実現しながら地域農林業を再生する事を考
え、この事業を実施する事が新しい環境保全型
農林業の再構築になると考えました｡過去には畜
産廃棄物(畜糞)処理施設があまり順調に稼動さ
れていなかった事実は否定できません｡これは畜
糞処理が余計な仕事となっていることがあげられ
ます。私共の施設は畜糞を資源と捉え高品質堆
肥とする事によって地域に循環しております｡こ
の畜糞堆肥をより腐植や微生物の多い堆肥とす
る為には、現在多量に焼却処分されている事業
系一般廃棄物(生ゴミ)を地方公共団体の許可を
受け畜糞堆肥と混合処理し速やかに堆肥化する
事が農業の社会的義務であり責任であると考え
ます｡しかし地方公共団体は法律を盾に一般廃
棄物の処分は地方公共団体の専権事項と捉え
一般廃棄物の処分業等は許可しようとはしませ
ん｡一般廃棄物の最終処分場の確保・清掃工場
の焼却能力などの問題を抱えておりながら先送
りしているのが現状です｡食品リサイクル法は平
成１８年４月からのリサイクル開始を目指してい
ますがこの対象事業者が自らこの事業を実施す
る事は現実的ではありません｡私共は農業と畜
糞処理の堆肥化及び一般廃棄物の食品リサイク
ルをリンクさせ安心・安全な堆肥を生産し、京都
議定書の目標である地球環境保全と食品リサイ
クル法の理想の実現を目指しております｡食品リ
サイクル法の一定規模以上の食品事業者から出
る動植物性残渣(堆肥化可能なものなど)に限っ
て私共のような事業者も地方公共団体と同じく一
般廃棄物の処分(堆肥化)が可能になるよう法律
の改正などを求めます｡将来この事業が全国で
行われるようになった時、炭酸ガスの削減・地域
環境・農業に与える効果は非常に大きいのでは
ないでしょうか｡

E
右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

当社は第三者の農業法人の畜糞を堆肥化す
るために松山市から産業廃棄物処分業(動植
物性残渣・動物のふん尿)の許可を取得しまし
た｡確かに畜糞堆肥化施設は産業廃棄物処理
施設の許可は不要ですが産業廃棄物処分業
の許可は必要です｡畜糞は産業廃棄物であり
動植物性残渣に該当すると考えます｡廃棄物
の区分としては産業廃棄物・一般廃棄物に区
分されていますが、当社は同じ性状の動植物
性残渣について同一施設での処理が可能に
なる事を目標にしています｡この方法が合理的
で農業の振興の上からも必要だからです｡わ
ざわざ一般廃棄物の処理施設を単独で作れ
ば可能な事は判りますが、農業が新しい社会
的責任と産業としての自立をする為に今回の
構想を提案しております｡焼却施設で同一性
状の処理を認めているのはこの合理性なので
はないでしょうか｡どのような施設であれ適正
に運転しなければ適正な処理は不可能です｡
堆肥化施設に於いても適正に処理すれば動
植物性残渣から確実に良い堆肥を作る事が
出来ます｡当社は今年３月松山市から短期許
可を受け生ゴミ堆肥化試験を畜糞堆肥化施設
で実施しました｡畜糞・生ゴミ混合堆肥化試験
は大変順調に推移し実験成功を確認する事
が出来ました｡焼却施設で認められている同
一性状・同一形状の同一施設での廃棄物処
理を動植物性残渣の堆肥化処理にも適用して
ください。食品リサイクル法が成立し平成１８
年４月からは再生利用の実施率２０％が求め
られています｡現状では地方にはこの受け皿
がありません｡これを農業法人が代行実施す
る方法が非常に合理的であると考えます｡自
分の耕作する土地に安全な堆肥を施用する
責任が農業法人にはあります。確実に動植物
性残渣を堆肥化する事を担保する事が出来る
のは農業です｡農業からも各種動植物性残渣
廃棄物が出ております｡食品リサイクル事業は
農業に最も適した社会的役割を与えると確信
し、この事業を農業法人の事業に加えたいと
考えます｡

E環境省 1330100

産業廃棄物処
理施設におけ
る同一性状・
同一形状の一
般廃棄物処理
の可能化

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第７
条第１項、第８
条第１項、第１
５条第１項

一般廃棄物の収集又は運搬を業
として行おうとする者は、当該業を
行おうとする区域を管轄する市町
村長の許可を受けなければならな
い。また、廃棄物処理施設を設置
しようとする者は、当該廃棄物処
理施設を設置しようとする地を管
轄する都道府県知事の許可を受
けなければならない。

E

産業廃棄物に分類されている畜糞と一般廃棄物に分類され
ている生ゴミ(動植物性残渣)を既存の畜糞堆肥化施設で混
合し堆肥化するにあたり、廃棄物処理施設設置の許可につ
いては、畜糞堆肥化施設が産業廃棄物処理施設には当たら
ないことから、産業廃棄物処理施設としての許可は必要な
く、一般廃棄物処理施設としての許可を取得すれば足りる。
なお、一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、一般廃棄物
である生ゴミ(動植物性残渣)を処理するにあたっては、当該
処理を行おうする区域を管轄する市町村長から業の許可を
取得する必要がある。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330130

一般廃棄物の
収集・運搬に
係る許可制限
の緩和（廃家
電４品目）

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律第７
条第１項

一般廃棄物の収集又は運搬を業
として行おうとする者は、当該業を
行おうとする区域を管轄する市町
村長の許可を受けなければならな
い。

C

廃棄物収集運搬業の許可は、許可申請者自身が許可基準
を満たす能力を有していることが必要なのであって、別個の
法人格である協同組合が組合員の代わりに一括して許可申
請をすることはできない。

協同組合が許可を得ること
について再度検討し、回答
されたい。

C

協同組合自体が廃棄物収集運搬業の許可を取
得することは、許可基準を満たしていれば可能で
ある。ただし、その場合は、各組合員に対し許可
を出したことにはならない点に留意されたい。

1290 12901010
服島運輸株
式会社　服島
勇

山陰宅配ネッ
ト構想

現在、家電リサイクル法に基づき、
「廃家電４品」の運搬収集を行いた
い場合、厚生大臣が認定する一般
廃棄物の収集又は運搬に関する講
習及び試験に合格した者（法人）が
一般廃棄物収集運搬業の許可申
請を各都道府県知事へ行い許可を
得る。家電リサイクル法の対象であ
る「廃家電４品目」の運搬収集に限
り、既に貨物運送業の認可を持つ
物流業で組織する宅配ネットワーク
（協同組合）の組合本部が現行の
許可申請を行い、組合員について
の許可申請を免除する。

環境省 1330140

道外で発生し
た再利用可能
廃棄物の搬入
基準の緩和
（シュレッダー
ダスト）

なし
廃棄物処理法においては、都道府
県境を越える廃棄物の移動は制
限されていない。

E

北海道の指導指針等は、道が定めているものであり、指導
指針等に係る対応は道において検討されるべきものであ
る。なお、廃棄物処理法においては、都道府県境を越える廃
棄物の移動は制限されていない。

1385 13851020
I－ＣＡＲプロ
ジェクトチー
ム

I－ＣＡＲプロ
ジェクト

産業廃棄物に関する指導指針等の
緩和

本市は、グローバル５００賞受賞都市として地
球環境の保全に対する意識は高く、他市に先
駆けた分別収集の本格導入や、ダイオイキシ
ン対策としての新焼却炉建設などを市民等の
理解協力のもとに実施しており、今後において
もそのスタンスに変わりは無いところである
が、分別収集が進んだ結果、低カロリーな生
ごみを主体とする焼却は、助燃材としての化
石燃料の多量使用を余儀なくしており、更に
は、特定事業者負担以外のプラスチック製容
器包装の引き取りに係る経費は、今や市に
とって大きな負担となってきている。その一方
では、流動床ガス化溶融システムを備えた本
市の焼却炉は、十分なダイオキシン対策及び
発電施設としてのエネルギーリサイクルが実
施されているにもかかわらず、その焼却余力
は十分にあり、本市にとって大きなジレンマを
感じる状況にある。こうしたことから、市民等
の環境意識の保持と経費節減の両立を図るう
えで、環境保全対策等高機能を備えた焼却炉
をリサイクル施設とし、その焼却炉で焼却する
ことをリサイクルの後退ではなく、効果的なリ
サイクル（再商品化）と位置づけられればと考
え、今回の提案を行った次第である。
担当省庁（環境省）からの回答に示されるよう
に、「制度の現状」における燃料として利用さ
れる製品としては、プラスチック製容器包装の
場合、①炭化水素油②水素及び一酸化炭素
を主成分とするガスに限定されているが、実
際に、プラスチック製容器包装を焼却すること
は、炉内における燃焼を助け、かつ、化石燃
料の使用抑制につながるため、環境省におい
て、プラスチック製容器包装を焼却する場合
と、しない場合とで、CO2発生を含めた環境に
対する影響をトータル的に比較検討していた
だき、焼却する場合における条件等の整備を
講じていただきたい。また、「措置の概要」に示
されるように、熱回収は再生利用とは別の行
為ではあるが、循環型社会の形成に寄与する
取組の一形態には違いない。再商品化義務を
免除される小規模事業者等に起因する再商
品化の費用が一自治体に負わされている現
段階においては、その過渡期的な措置として
も、今回の提案に沿った対策、支援をぜひとも
講じていただきたい。

高温燃焼によりダイオキシン類の
発生を抑制し、更に焼却の際に得
られる余熱を発電や給湯などに有
効に利用する環境保全・循環型の
焼却炉については、再商品化を行
う容器包装リサイクル施設として認
定する。

1109 11092030
山口県宇部
市

エコシティう
べ推進プロ
ジェクト

C

循環型社会形成推進基本法においては、熱回収
は再生利用とは別の行為として位置付けられ、
かつ、原則として再生利用ができないものについ
て行われるべきものとされていることから、「再商
品化」として検討する場合にも慎重な検討が必要
と考える。
以上に加えて、仮にサーマルリサイクルを再商品
化と位置づけた場合、リサイクルし易い容器包装
の製造等を促進するインセンティブが小さくなると
いった懸念があることも勘案する必要があり、慎
重かつ十分な検討が必要である。
また、小規模事業者に起因する再商品化の費用
が一自治体に負わされている現状については、
承知しており、現在中央環境審議会で審議され
ている容器包装リサイクル法の評価・検討に当
たっては、御指摘の点も含めて検討されるものと
考えている。

C

現在、容器包装リサイクル法に規定されている
「再商品化」のうち、燃料として利用される製品と
しては、プラスチック製容器包装の場合、①炭化
水素油　②水素及び一酸化炭素を主成分とする
ガスに限定されている。御提案については、サー
マルリサイクル、すなわち熱回収に当たり、循環
型社会形成推進基本法においては、熱回収は再
生利用とは別の行為として位置付けられ、かつ、
原則として再生利用ができないものについて行
われるべきものとされていることから、「再商品
化」として検討する場合にも慎重な検討が必要と
考える。
以上に加えて、仮にサーマルリサイクルを再商品
化と位置づけた場合、リサイクルし易い容器包装
の製造等を促進するインセンティブが小さくなると
いった懸念があることも勘案する必要がある。

提案主体の意見を踏まえ、
「実現するためにはどうす
ればいいか。」という観点で
再度検討の上、回答された
い。
熱回収を再商品化とするこ
とが困難であるとしても、
「再商品化義務を免除され
る小規模事業者等に起因
する再商品化の費用が一
自治体に負わされている」
現状に対する対策・支援に
ついて、再度検討できない
か。

環境省

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

現在、容器包装リサイクル法に規定されている「再商品化」
のうち、燃料として利用される製品としては、プラスチック製
容器包装の場合、①炭化水素油　②水素及び一酸化炭素を
主成分とするガスに限定されている。御提案については、
サーマルリサイクル、すなわち熱回収に当たり、循環型社会
形成推進基本法においては、熱回収は再生利用とは別の行
為として位置付けられ、かつ、原則として再生利用ができな
いものについて行われるべきものとされていることから、「再
商品化」として検討する場合にも慎重な検討が必要と考え
る。

C

再商品化のうち、燃料として利用さ
れる製品としては、プラスチック製
容器包装の場合、①炭化水素油
②水素及び一酸化炭素を主成分と
するガスに限定されている。

容器包装に係
る分別収集及
び再資源化の
促進等に関す
る法律第２条
第８項第１号、
容器包装に係
る分別収集及
び再資源化の
促進等に関す
る法律施行令
第１条

一定の条件を
備えたごみ焼
却施設を容器
包装再商品化
施設として認
定

1330150環境省

C

廃棄物に該当するか否かは、その
物の性状、排出の状況、通常の取
扱形態、取引価値の有無及び占
有者の意思等を総合的に勘案して
判断すべきものであるとされてい
る。

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律施行
令第２条第１０
号

再生利用対象
物品の廃棄物
からの除外
（畜産農業に
係る動物のふ
ん尿）

1330120

「廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、
排出状況、通常の取扱形態、取引価値、占有者
の意思等を総合的に勘案して判断されるべきも
のである。」とあるが、誰がどの時点で判断する
のか。阿智村では「村内の畜産農業に係る動物
のふん尿は廃棄物ではない。」という考えについ
て誰がそれを妥当と認めることができるのか。
また、「廃棄物にあたらないとして扱われているも
のが、状況が変化することによって廃棄物として
扱われる場合とその逆の場合があるのが実態で
あり、特定のものについて法令で廃棄物該当性
を規定することは不合理である。」とあるが、もと
もと「廃棄物にあたらない。」と解せる、あるいは、
行政が関与しておりそれを持続できると解せるも
のについても、今後変化する可能性があり、法令
に廃棄物であると規定されていることのみで廃棄
物処分業の許可を取得しなければならないという
のは、正に日本全体を一括りにした考え方であ
り、地方自治を脅かすことに繋がるものと考え
る。都市部と農村部によって実情が違うことも考
慮して、以下のように廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令に一文を追加し（下線部分）、
区域の都道府県知事がその実態をその時々に
監視、把握してそれを総合的に勘案して判断でき
るよう提案したものであります。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第
2条第4の2項第10号】
十　動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。
ただし、堆肥等専ら再利用するもので、区域を管
轄する都道府県知事がその利用計画を適当と認
め、そのふん尿を有価物と認める物については
この限りではない。）　　　　　　　　　　　これによ
り、廃棄物にあたるかどうかの判断を区域の都
道府県知事が行い、「廃棄物にはあたらない。」
と判断したものについて、その後も実態を監視、
把握し、利用計画と相違があった場合や有価物
とは認められない実態があった場合等には、そ
の判断を中止、「廃棄物にあたる。」とすればよ
く、実に合理的であると考える。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排
出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及
び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべ
きものであるとされている。廃棄物にはあたらな
いとして扱われているものが、性状、排出の状
況、取扱形態、取引価値、占有者の意思が変化
することによって廃棄物として扱われる場合や、
またその逆も場合があるのが実態であり、ある特
定のものについて法令で廃棄物該当性を規定す
ることは不合理である。

C

本提案に対する回答中、措置の概要（対応
策）の欄には廃棄物とそうでないものについて
の判断が記載されております。また、それ以降
には廃棄物として該当するものについて、廃
棄物処理法による再生利用されるものについ
て産業廃棄物の処分業の許可不要等の見解
が述べられておりますが、阿智村では、村内
における家畜ふん尿について再生利用するこ
とで廃棄物の排出を抑制しようとする他のもの
とは性格が異なり、先に提出しました提案内
容のとおり、もともと村内では家畜のふん尿を
農地へ還元して堆肥として利用してきたこと、
今後優良堆肥を製造し、農業をはじめとして
各産業の振興を図るためには村内の家畜ふ
ん尿は必要絶対不可欠なものであることか
ら、「阿智村内の畜産農業に係る動物のふん
尿は産業廃棄物ではない。」と考えておりま
す。
阿智村が提案いたしましたものは、村内の家
畜ふん尿について「再生利用対象品であるか
ら廃棄物から除外して処分業の許可を不要と
して欲しい。」のではなく、「もともと廃棄物では
ない。」というものであり、この判断を明確かつ
公に判断することが可能となるよう、廃棄物処
理法施行令に一文を追加することを提案した
ものであります。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、
通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を
総合的に勘案して判断すべきものであるとされている。廃棄
物処理法は、こうした判断の下廃棄物に該当するものにつ
いて、生活環境保全上の観点から必要な規制を行うもので
ある。なお廃棄物処理法においては、再生利用されることが
確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処
理を行う業者については、都道府県知事の指定により産業
廃棄物処理業の許可を不要とする制度も設けられていると
ころである。

1264

措置の概要でもお答えしたとおり、廃棄物処理法
においては、再生利用されることが確実であると
都道府県知事が認めた産業廃棄物については
都道府県知事の指定により業の許可を不要とす
る制度も設けられているところである。ご提案い
ただいた「堆肥等専ら再利用するもので、区域を
管轄する都道府県知事がその利用計画を適当と
認め、そのふん尿を有価物と認める物について
はこの限りではない。」とする措置は、この都道
府県知事による再生利用指定により実現できる
ものと思料する。なお、家畜ふん尿の堆肥化施
設は、廃棄物処理法上施設設置の許可は不要
である。

C

阿智村の畜産農業に係る動物のふ
ん尿は産業廃棄物ではなく、有価
物であることから、現行の廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行令
第２条第４の２項第１０号の文以降
に特例事項を追加すること。「ただ
し、堆肥等専ら再生利用するもの
で、区域を管轄する都道府県知事
がその利用計画について認め、そ
のふん尿を有価物と認める物につ
いてはこの限りでない。」

「有機活用農
業振興特区」
構想

長野県阿智
村

12641010
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330160
浄化槽が処理
できる雑排水
範囲の拡充

浄化槽法第２
条第１項第１
号

浄化槽法において、浄化槽には、
工場廃水、雨水その他の特殊な排
水を流入させないとされているが、
事業場排水のうち、その性状及び
特性からして、浄化槽により処理
可能な雑排水として扱っても特段
の支障がないものについては、浄
化槽への流入を認めている。

D-1  

現行においても、事業場排水のうち、その性状及び特性から
して、浄化槽により処理可能な雑排水として扱っても特段の
支障がないものについては、浄化槽への流入を認めており、
対応可能である。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

平成１２年３月３１日付け建設省住指発第１９
１号及び衛浄第２０号により、事業場排水の
ち、パン製造業など１０業種の工場排水は、そ
の性状及び特性から合併処理浄化槽により処
理可能な雑排水として取り扱われてきている。
しかしながら、今回、特区提案を行ったもの
は、こうした業種の区分によるものと同様の取
扱いを行うものとして、業種に因らず工場排水
の水質基準を設けることにより一律の判断を
行い、合併処理浄化槽での取扱いを行おうと
するものである。すなわち、水質汚濁防止法
に規定する有害物質を使用しない事業場から
の排水であり、かつ、別添「工場排水のうち合
併処理浄化槽で処理可能な雑排水の水質基
準値」に示す一定の水質基準値を満たすもの
であれば、その業種を問わずに合併処理浄化
槽で受け入れ、処理できるものとして特区提
案を行ったものである。

D-1

　浄化槽法において、浄化槽には、工場廃水、雨
水その他の特殊な排水を流入させないとされて
いるが、ここで特殊な排水とは、浄化槽の正常な
機能を妨げるおそれのある排水であると解され
る。よって、事業場排水の流入の可否について
は、その性状、負荷量等浄化槽の機能に及ぼす
影響を十分検討し、使用の準則に適合している
か否かを見極めたうえで判断することになる。
　なお、ご指摘の通知については、性状及び特性
からして浄化槽で処理可能な雑排水として扱って
も特段支障がないことから、その業種を指定した
ものであり、それ以外の業種について直ちに流
入不可となる訳ではなく、上記の観点から判断さ
れるものである。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

また、再検討要請に対する
回答で、「…特殊な排水と
は、浄化槽の正常な機能を
妨げるおそれのある排水で
あると解される。よって、事
業場排水の流入の可否に
ついては、その性状、負荷
量等浄化槽の機能に及ぼ
す影響を十分検討し、…判
断することになる。」として
いるが、「特殊な排水」につ
いて浄化槽の種別ごとにそ
の性状、負荷量等を類型化
する等できるだけ客観的な
評価に資する情報を提供で
きないか。

回答によれば、浄化槽への事業場排水の流入可
否については、浄化槽の機能への影響と環境省
関係浄化槽法施行規則（第１条、使用に関する
準則）により個々の案件について浄化槽設置者
が個別に判断を行うこととなり、その取扱いにつ
いて差異が生じるものと推測される。このため、
その性状からして浄化槽の正常な機能を損ねる
恐れが無く、負荷量の範囲内であれば、流入可
否の判断を明確な基準の下で行え得るものとし
て、右その他に掲げる浄化槽流入可能な事業場
からの水質基準値を提案したものである。そこ
で、浄化槽の負荷量の範囲内であれば、その性
状からみて、当該水質基準値に相当する事業場
排水を一律に現行の規定により浄化槽で処理す
ることが対応可能であると判断したいが、改めて
その見解をお示しいただきたい。

D-1

浄化槽は、処理方式、規模等個々の浄化槽ごと
に様々である。また、当該浄化槽に流入する排
水についても、時間変動も含めた水量、温度、水
質、夾雑物など様々な条件であることが考えられ
る。水質についてのみ考えた場合でも、浄化槽の
正常な機能を妨げるおそれのあるものとして、重
金属や種々の化学物質などの有害物質の存在、
当該浄化槽の処理性能を上回る有機物や浮遊
粒子状物質などの存在、浄化槽内の食物連鎖を
阻害する微生物などの存在等について、一律に
定めることは困難である。このため、事業場排水
の流入の可否については、その性状、負荷量等
浄化槽の機能に及ぼす影響を見極め、個々に判
断する必要がある。

1017 10171010 三重県津市

工場排水の
水質基準値
設定による
浄化槽処理
特区構想

工場等から排出される排水のうち、
浄化槽で処理できうる水質として一
定の水質基準かつ水質監視管理さ
れたものについては浄化槽で汚水
処理を行う。

指定地域の指定は、県条例ではなく騒音規制法
（以下　法という）に定められた知事の自治事務
であるが、この指定事務を適切に運用することに
よって、工業団地内の各工場に対し、不要加重
な騒音規制を行わせないことが可能と考える。
　また以下の理由から法の見直しは不用である。
①法は、工場等の事業活動に伴って発生する騒
音について、必要な規制を行うことにより、生活
環境を保全し国民の健康の保護に資することを
目的としている。このため一般的に住居が存在し
ないと考えられる工業専用地域等は、法に定め
る指定地域に指定されることはなく、工業専用地
域等は工業活動について優遇されており、特に
厳しい騒音規制が行われている状態とは言えな
い。
②また、工業専用地域であっても周辺に住居等
が存在し騒音規制が必要と認められる場合があ
るが、そのような場合であっても知事の判断によ
り地域の実情に応じて柔軟に地域指定すること
を妨げるものではなく、例として工業団地の中心
部など騒音の影響が外部に及ばない地域を規制
地域に指定せず、同時に騒音の影響を及ぼす可
能性のある工業団地周辺部を第４種区域に地域
指定するなどの地域の実情に応じて柔軟に対応
することも可能である。

⑤工業専用地域等が指定地域に指定され騒音
に関する規制を受ける場合であっても、地方公共
団体が行う騒音測定は、最初から全て個々の事
業場を対象とするものではない。すなわち騒音に
より周辺の生活環境に影響があると認められる
場合、一般的には影響を受けている住居等に隣
接する工業地域の敷地境界から騒音測定を行
い、その結果に基づき実務上個別の事業場の騒
音測定を行う必要がある場合は、順次周辺の住
居等に面する敷地境界線上で行うこととなり、法
の規制基準を遵守していない事業場があると判
断されれば法に定める措置を行う。
なお工場立地法は当省の関与するところではな
いが、騒音規制法と工場立地法は法の目的が異
なり、整合性に齟齬があるとは言えない。

環境省 1330180
地下水揚水規
制の緩和

「工業用水法」
及び「建築物
用地下水の採
取の規制に関
する法律」

「工業用水法」及び「建築物用地下
水の採取の規制に関する法律」に
基づき、それぞれ東京都の一部地
域を地域指定し、用途毎に井戸の
設置を許可制としている。

E －
根拠法令として挙げられている「工業用水法」及び「建築物
用地下水の採取の規制に関する法律」では飲料水を対象と
した規制は行っていない。

1342 13421010
東京都中央
区、株式会社
ウェルシィ

東京都の地
下水揚水規
制緩和特区
構想

東京都は地下水の揚水規制を他の
自治体に比し、厳しく対応してい
る。震災・災害・ﾃﾛ発生時の水ライ
フラン確保のためには、現状の地
下水揚水規制は厳しすぎるので、
飲料水限定で年間最低３０千ﾄﾝ程
度の揚水またそのための新規井戸
掘削を認める。

Ⅳ

騒音規制法は、生活環境の保全を図ることをそ
の目的とし、その目的を達成するため、法第３条
に基づいて地域を指定し、第４条及び第５条に基
づいて規制基準を設定し、個々の特定工場等
に、その遵守を求めている。
　このような同法の目的は、工業団地で見た場合
には、工業団地の敷地境界線の外にある住居等
の生活環境が保全されることをもって達成されて
いるものと考えられるので、法第２１条の２に基づ
く市町村長による騒音の測定は、工業団地の敷
地境界線で実施されるのが通例である。この測
定により規制基準の超過が見られず、工業団地
周辺の生活環境が保全されていると考えられる
場合には、更なる措置、すなわち第５条に基づく
規制基準の遵守状況を明らかにするために工業
団地内の個々の特定工場等の騒音の測定を行
い、さらにはその測定結果を踏まえて、特定の原
因工場に対し騒音対策の強化を勧告等するとい
うことは必要ない。
　すなわち、騒音規制法は、工業団地の外の生
活環境を保全する観点から、工業団地の敷地境
界で実施される測定で規制基準を超過していな
い
場合は御提案のとおり「工業団地内の事業場の
集団を一つの特定事業場とみなし、騒音規制法
による特定工場等の敷地境界線を個々の事業
場の敷地境界線としない」形で運用して何ら差し
支えないものである。
　このような形の提案があったことは、騒音規制
法の趣旨について同法の施行に当たる市区町村
において必ずしも十分な意識の統一がなされて
いないおそれがあることを示しているので、当職
として、技術的な助言など騒音規制法を所管する
立場として可能で適切な形式で、その趣旨を広く
市区町村に対し明らかにすることしたい。

1189 11892010

協同組合岐
阜県可児工
業団地管理
センター
岐阜県可児
工業団地協
同組合

可児工業団
地モノ造り特
区構想

工業団地に立地する特定工場等の
事業場にあっては、工業団地内の
集合体をひとつの事業場とみなし、
騒音規制法による特定工場等の敷
地境界線を固有の事業場の敷地境
界線としないで、工業団地と工業団
地外の地域との境界線に読み替え
ることができることとされたい。

右の提案主体の意見を踏
まえ、提案の趣旨を実現で
きないか再度検討し、回答
されたい。

④ 措置の発動があるなしに関わらず、立地事業
場は規制があれば自主的に法規を遵守すること
が義務と思われる。騒音規制を地域の裁量に任
せるだけではなく国としての統一的な見解を出し
てもらいたい。
⑤ 工業団地は基本的には製造業の集まりであ
り、ほとんどが特定工場であること、またはお互
いに共通する課題を抱えることから工業団地とし
ての規範を自主的に作り方向づけして運用され
ている。したがって、一体的に全体が騒音の規制
対象であるなしに係わらず、規制の必要のない
工場等であっても支障の原因者であれば当然に
措置に応じるべきで、特定工場を含め野放し状
態でありえなく、全員の総意で規制に同意を得る
ことは何ら差し支えない。

地方公共団体等が騒音の地域指定をする場合
で、当工業団地のように一体的な運用と自主性
を有する工業団地にあっては、用途地域に関わ
り無く工業団地本来の目的を損なうことなく「工業
団地と外部地域との境界線を騒音基準の位置と
して読み替えることができる」ことを特区申請に
望むもの。
① 岐阜県では、工業専用地域についても工業地
域と同じく第４種に地域指定し、厳しい規制をか
けている。さらに工業団地として計画しながら、工
業活動について優遇される筈の地域が法の主旨
が活かされず、他県と比較して厳しすぎる規制と
なっている。
② 工業団地は工業活動を優先する地域であり
本来未規制とすべき。住宅が存在する工業団地
の周辺地域に接する工業団地の境界、または工
業団地内の外周地帯のみを規制すべきである。
③ 工業団地内であっても、実質的に騒音による
支障が予測される場合は何らかの規制があるこ
とについて否定するものでなく、むしろそうあるべ
きと思われる。
法による地域指定はあくまで住民の生活環境に
配慮する特定工場等の規制であって住民が存在
し得る地域との境界であるべきと思われる。

B-1

右の提案主体の意見を踏
まえ、「実現するためにはど
うすればいいか。」という観
点で再度検討し、回答され
たい。
特に住民の生活環境の保
全という点で工場と工場と
の間の境界線など工場団
地内における個別工場ごと
に規制を設ける必要がある
のか、あるいは規制を達成
する必要があるのかという
観点から検討されたい。ま
た、提案が工場団地内の各
工場が全て同意することと
している点に留意して回答
されたい。なお、騒音規制
法第２条第２項及び第５条
で個別の工場に規制をか
けているのに対して、第２１
条の２において「市町村長
は、指定地域について、騒
音の大きさを測定するもの
とする。」としているが、この
測定は、どのような観点か
ら、どのような地点において
行われるべきものであるか
について明らかにされた
い。

「制度の現状」および「措置の概要（対応策）」
では、騒音基準の改廃は県条例にあるとされ
ますが、提案の趣旨は具体的事業の実施内
容、提案理由に述べる通り、国として騒音規
制法の見直しを望むものです。
① 騒音規制法は、特定工場等の敷地境界線
において騒音の許容限度とすることを規制基
準の定義としている。工場が集団化で進出し
た事業場の集合体である工業団地について
は、一つの事業場として扱われることを法とし
て見直しされたい。
② 工場立地法との整合性に齟齬があること
は、国の段階であり解決されたい。

D-1 －

③例えば、現に工業団地周辺の住居に著しい騒
音の影響が生じている場合であって、その原因を
除去しようと考えたときに、隣接した工場と工場と
の間の敷地境界線など工業団地内における個別
工場ごとに規制を設けていないと、具体的にどの
工場に対策を行わせるかの判断ができなくなる
などの問題が生じる。この様な場合には、住居等
に直接面していない工場等に法に基づく規制を
行う必要があると考えられる。
④他方、「事業場の集合体を同じ規模のひとつの
事業場とする」との要望については、上記③のと
おり周辺で騒音被害が生じた場合、円滑に対策
を進めることを困難にさせる恐れがある。また、
②で説明したような柔軟な法施行を妨げる恐れも
ある。すなわち、工業団地敷地内の全ての工場
をひとつの事業場として規制を課すこととすれ
ば、個別に見れば法の趣旨・目的からは規制す
る必要がない工場であっても、当事者が同意した
からといって規制を課すことになり、ひいては規
制の必要のない事業者に防音設備等の設置な
ど資金的に不利益な負担を課すこととなるが、こ
のような事態は法の意図するところではなく、規
制のあり方として適正とは言えない。また仮にそ
のようなことができる法制度とすると、例えば、今
後本件工業団地に進出する工場は規制の要否
を実質的に検討されることもなく、一律に既存の
工場とひとつのものとして規制を受ける結果にな
るなど、場合によっては、規制する必要のない事
業者に対し組合などのために自己犠牲を強いる
ことを認めることになりかねず採用は困難であ
る。

環境省 1330170
工業団地内に
おける騒音規
制の見直し

騒音規制法第
２条２項、第３
条１項、同条２
項、第４条１項

騒音規制法では住民の生活環境
を保全する必要があると認める地
域を、特定工場等において発生す
る騒音を規制する地域として都道
府県知事が指定することを定めて
いる。また岐阜県公害防止条例に
基づく規制は、県知事が定めたも
のであり、当省の所管ではない。

D-1 －

騒音規制法上、指定地域の指定、変更及び廃止は都道府
県知事の権限とされている。指定地域の指定の要件は、住
居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他
の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必
要があると認める地域を定められることとされている。従って
現行法上、工業団地内に住居がない等、生活環境保全の必
要が認められないときは、都道府県知事の判断により規制
地域の変更を行うことができ、これによる対応が可能と考え
られる。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330190

地下浸透方式
による汚物処
理容認区域指
定権限の移譲

建築基準法施
行令第３２条
第２項

建築基準法施行令第３２条第２項
により、特定行政庁が地下浸透方
式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則
で指定する区域内に設ける当該方
式に係る汚物処理性能に関する
技術的基準は、同条第１項にかか
わらず、通常の使用状態におい
て、同条第２項の表に定める性能
および同条第１項第２号に掲げる
性能を有するものであるとされて
いる。

D-1

現行制度において、「特定行政庁が地下浸透方式により汚
物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で
指定する区域」の指定は、特定行政庁の判断により行われ
るものであり、制度上の特例措置は必要ない。

提案者の提案は、事業主
体である市町村が責任を
持って条例で定めた区域に
ついて、特定行政庁による
指定を必要とせずに、地下
浸透方式によって汚物を処
理することとしても衛生上
支障がない、と認めて欲し
いとするものであると思量
されるが、その点について
再度検討し、回答された
い。

D-1

　「地下浸透方式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則で指定する区
域」の指定は、地域の状況を十分に把握し、衛生
上の支障の有無を評価した上で判断する必要が
ある。
　上記判断が可能な地方公共団体（市町村含
む）が特定行政庁となっており、特定行政庁以外
の市町村が区域を設定したい場合には、当該地
域を所管する特定行政庁と協議の上の当該特定
行政庁の判断により区域の指定を受けることが
できるほか、自ら判断が可能な場合には自らが
特定行政庁になることで区域の指定が可能であ
る。

1333 13331010
土壌浄化法
事業推進連
合会

ソイルエネル
ギー構想

　建築基準法施行令32条によって
定められている地下浸透について
「特定行政庁が衛生上支障がない
と認めて規則で指定する区域」と
なっている。従来の浸透工法は土
の持つ汚水をきれいにする力を利
用する観点はあまり無く、地下水の
汚染を懸念するために上記により
指定された区域はないのが現状で
ある。ソイルエネルギーを活用した
ニイミトレンチを実施をするにあたり
32条の取り扱いについて、事業主
体である市町村が対象としたい地
域の土質条件を十分に調査し、可
能と判断された場合「事業主体の
責任において衛生上支障がないと
認めて条例で指定する区域」と設定
し、実施できるようにする。

環境省 1330190

地下浸透方式
による汚物処
理容認区域指
定権限の移譲

建築基準法施
行令第３２条
第２項

建築基準法施行令第３２条第２項
により、特定行政庁が地下浸透方
式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則
で指定する区域内に設ける当該方
式に係る汚物処理性能に関する
技術的基準は、同条第１項にかか
わらず、通常の使用状態におい
て、同条第２項の表に定める性能
および同条第１項第２号に掲げる
性能を有するものであるとされて
いる。

D-1

現行制度において、「特定行政庁が地下浸透方式により汚
物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で
指定する区域」の指定は、特定行政庁の判断により行われ
るものであり、制度上の特例措置は必要ない。

提案者の提案は、事業主
体である市町村が責任を
持って条例で定めた区域に
ついて、特定行政庁による
指定を必要とせずに、地下
浸透方式によって汚物を処
理することとしても衛生上
支障がない、と認めて欲し
いとするものと思量される
が、その点について再度検
討し、回答されたい。

D-1

　「地下浸透方式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則で指定する区
域」の指定は、地域の状況を十分に把握し、衛生
上の支障の有無を評価した上で判断する必要が
ある。
　上記判断が可能な地方公共団体（市町村含
む）が特定行政庁となっており、特定行政庁以外
の市町村が区域を設定したい場合には、当該地
域を所管する特定行政庁と協議の上の当該特定
行政庁の判断により区域の指定を受けることが
できるほか、自ら判断が可能な場合には自らが
特定行政庁になることで区域の指定が可能であ
る。

1339 13391010

福島県昭和
村
毛管浄化シ
ステム株式
会社

ソイルエネル
ギー構想

　建築基準法施行令32条によって
定められている地下浸透について
「特定行政庁が衛生上支障がない
と認めて規則で指定する区域」と
なっている。従来の浸透工法は土
の持つ汚水をきれいにする力を利
用する観点はあまり無く、地下水の
汚染を懸念するために上記により
指定された区域はないのが現状で
ある。ソイルエネルギーを活用した
ニイミトレンチを実施をするにあたり
32条の取り扱いについて、事業主
体である市町村が対象としたい地
域の土質条件を十分に調査し、可
能と判断された場合「事業主体の
責任において衛生上支障がないと
認めて条例で指定する区域」と設定
し、実施できるようにする。

環境省 1330190

地下浸透方式
による汚物処
理容認区域指
定権限の移譲

建築基準法施
行令第３２条
第２項

建築基準法施行令第３２条第２項
により、特定行政庁が地下浸透方
式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則
で指定する区域内に設ける当該方
式に係る汚物処理性能に関する
技術的基準は、同条第１項にかか
わらず、通常の使用状態におい
て、同条第２項の表に定める性能
および同条第１項第２号に掲げる
性能を有するものであるとされて
いる。

D-1

現行制度において、「特定行政庁が地下浸透方式により汚
物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で
指定する区域」の指定は、特定行政庁の判断により行われ
るものであり、制度上の特例措置は必要ない。

提案者の提案は、事業主
体である市町村が責任を
持って条例で定めた区域に
ついて、特定行政庁による
指定を必要とせずに、地下
浸透方式によって汚物を処
理することとしても衛生上
支障がない、と認めて欲し
いとするものであると思量
されるが、その点について
再度検討し、回答された
い。

D-1

　「地下浸透方式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則で指定する区
域」の指定は、地域の状況を十分に把握し、衛生
上の支障の有無を評価した上で判断する必要が
ある。
　上記判断が可能な地方公共団体（市町村含
む）が特定行政庁となっており、特定行政庁以外
の市町村が区域を設定したい場合には、当該地
域を所管する特定行政庁と協議の上の当該特定
行政庁の判断により区域の指定を受けることが
できるほか、自ら判断が可能な場合には自らが
特定行政庁になることで区域の指定が可能であ
る。

1343 13431010

山梨県下部
町（平成16年
9月13日町村
合併：身延
町）

ソイルエネル
ギー構想

　建築基準法施行令32条によって
定められている地下浸透について
「特定行政庁が衛生上支障がない
と認めて規則で指定する区域」と
なっている。従来の浸透工法は土
の持つ汚水をきれいにする力を利
用する観点はあまり無く、地下水の
汚染を懸念するために上記により
指定された区域はないのが現状で
ある。ソイルエネルギーを活用した
ニイミトレンチを実施をするにあたり
32条の取り扱いについて、事業主
体である市町村が対象としたい地
域の土質条件を十分に調査し、可
能と判断された場合「事業主体の
責任において衛生上支障がないと
認めて条例で指定する区域」と設定
し、実施できるようにする。

環境省 1330190

地下浸透方式
による汚物処
理容認区域指
定権限の移譲

建築基準法施
行令第３２条
第２項

建築基準法施行令第３２条第２項
により、特定行政庁が地下浸透方
式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則
で指定する区域内に設ける当該方
式に係る汚物処理性能に関する
技術的基準は、同条第１項にかか
わらず、通常の使用状態におい
て、同条第２項の表に定める性能
および同条第１項第２号に掲げる
性能を有するものであるとされて
いる。

D-1

現行制度において、「特定行政庁が地下浸透方式により汚
物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で
指定する区域」の指定は、特定行政庁の判断により行われ
るものであり、制度上の特例措置は必要ない。

提案者の提案は、事業主
体である市町村が責任を
持って条例で定めた区域に
ついて、特定行政庁による
指定を必要とせずに、地下
浸透方式によって汚物を処
理することとしても衛生上
支障がない、と認めて欲し
いとするものと思量される
が、その点について再度検
討し、回答されたい。

D-1

　「地下浸透方式により汚物を処理することとして
も衛生上支障がないと認めて規則で指定する区
域」の指定は、地域の状況を十分に把握し、衛生
上の支障の有無を評価した上で判断する必要が
ある。
　上記判断が可能な地方公共団体（市町村含
む）が特定行政庁となっており、特定行政庁以外
の市町村が区域を設定したい場合には、当該地
域を所管する特定行政庁と協議の上の当該特定
行政庁の判断により区域の指定を受けることが
できるほか、自ら判断が可能な場合には自らが
特定行政庁になることで区域の指定が可能であ
る。

1352 13521010
長崎県三井
楽町

ソイルエネル
ギー構想

　建築基準法施行令32条によって
定められている地下浸透について
「特定行政庁が衛生上支障がない
と認めて規則で指定する区域」と
なっている。従来の浸透工法は土
の持つ汚水をきれいにする力を利
用する観点はあまり無く、地下水の
汚染を懸念するために上記により
指定された区域はないのが現状で
ある。ソイルエネルギーを活用した
ニイミトレンチを実施をするにあたり
32条の取り扱いについて、事業主
体である市町村が対象としたい地
域の土質条件を十分に調査し、可
能と判断された場合「事業主体の
責任において衛生上支障がないと
認めて条例で指定する区域」と設定
し、実施できるようにする。

環境省 1330200

温泉の利用許
可の免除（配
達代行および
販売業）

温泉法第13条

温泉法第１３条では「温泉を公共
の浴用又は飲用に供しようとする
者は、都道府県知事の許可を受け
なければならない。」とされており、
免除規定はない。

C －

温泉は種々の成分を含有しているので、中には人体に有害
なものもあり、用法によっては人体に害を与えるものも少なく
ない。温泉水を不特定多数の者に販売・配達する者は、これ
を公共の浴用又は飲用に供しようとする者として都道府県知
事等の許可にかからしめることが適当である。

提案の趣旨を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

C

温泉水を不特定多数の者に販売・配達する者
は、これを公共の浴用又は飲用に供しようとする
者として、温泉の成分が衛生上有害であるか否
かを、都道府県知事の許可を受けさせることが
適当である

1293 12931010
有限会社　孫
の手

飲料用温泉
を含む温泉
水の配達代
行および販
売構想

温泉水を汲み出し利用する業者に
求められる許可申請の免除

環境省 1330210

自然公園法に
係る撤去・解
体に対する規
制緩和（許可
から届出）
建築物設置の
規制緩和（建
物高さ・建ぺ
い率等の緩
和）

自然公園法第
13条第3項第1
号

公園事業施設以外の建築物の撤
去・解体は自然公園法に基づく許
可・届出を要しない。
また、環境省令により、国立・国定
公園における建築物の許可基準
が定められている。

C.E －

自然公園法に係る建築物の撤去・解体を許可制から届出制
にとの提案であるが、自然公園法において建築物の撤去・
解体は、許可を要せず、事実誤認である。
　また、自然公園は優れた自然の風景地を国民共有の財産
として保護と利用を図るため、環境大臣又は都道府県知事
が指定し、保全管理を行っている。高さ・建ぺい率等の基準
は国立・国定公園の風致景観を維持するために設けており、
自然公園の風致景観の維持を図りつつ、地域の再生を図る
ことが必要と考えるため、基準の緩和は適当でない。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

建築物の撤去・解体に対しては、その行為の
許可を要せず、自然公園法上の制約を受けな
いとの見解については、撤去・解体には、基礎
部分の掘削、それらの整地等に係る地形の改
変及び若干の伐根等も含むものとして歓迎す
る。
しかし、建築物について、国立・国定公園の風
致景観を維持するために設けられている高さ・
建ぺい率等の基準は、全国一律に定められて
いるが、それぞれの地域の地形や利用実態に
あった、この地域ならこれでよいという、地域
の合意に基づく基準で進めることが必要であ
る。

C.E

自然公園は優れた自然の風景地を国民共有の
財産として保護と利用を図るため、環境大臣又
は都道府県知事が指定し、保全管理を行ってい
る。高さ・建ぺい率等の基準は国立・国定公園の
風致景観を維持するために最低限の基準を設け
ているものであり、これを緩和することは自然公
園の本来目的である「優れた自然の風景地の保
護と利用」が図れなくなることから、提案内容を特
区で対応することは不可である。
なお、撤去・解体に係る行為そのもの（基礎部分
の掘削、地形の現状復旧）は許可を要さないが、
地形の改変や撤去・解体と直接関係ない木竹の
伐採、伐根等は許可を要するものである。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　自然公園には、様々な利用実態の公園があ
り、観光資源として利活用している地域が存在
し、その成り立ちを優れた風致景観に委ねている
ことから、自然公園の目的である「保護と利用」
は、その地域の地形や利用実態にあった地域の
合意に基づき共生が図られる。
　風致景観を維持するとして全国一律の基準で
高さ・建ぺい率等を規制することは、地域の実情
にそぐわないと考える。

C,E

国立・国定公園特別地域における建築物の設置
に係る高さ、建坪率等については、国立・国定公
園の風致景観を維持するために最低限必要な基
準を設け、さらに各国立公園における地域ごとの
管理計画においては、当該地域の風致景観の特
性等、実情に即した取扱方針等について示し、
地域の実情を踏まえて国立公園については環境
大臣が、国定公園については都道府県知事が保
全管理を行っているところ。
なお、自然公園法施行規則第１１条第３２項の規
定により、その自然的、社会経済的条件から判
断して審査基準の全部又は一部を適用すること
が適当でないと国立公園においては環境大臣
が、国定公園においては都道府県知事が認めて
指定した地域については、それぞれ基準の特例
を定めることができるものとされている。

1434 14341010 和歌山県

自然公園を
背景とする観
光地の東南
海・南海地震
防災対応に
よる地域再
生

自然公園等を背景とする観光地な
どに老朽建築物が増加しており、東
南海・南海地震による倒壊等の災
害で、観光客や近隣住民の避難や
緊急物資輸送、緊急車両通行に弊
害が生じる危険性が増加している。
自然環境保護、景観保護からの規
制による撤去・　解体等の行為に係
る許可制度を届け出制度とし、その
後の新たな建物の新設について
は、高さ・建坪率等の規制緩和し、
地域再生を図る。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330220

特定の木竹採
取に関する自
然公園法の特
例（特別地域・
特別保護地
区）

自然公園法第
13条第3項第2
号、同法第14
条第3項第2
号、第3号

国立公園の特別地域及び特別保
護地区において各種行為を行う場
合は、環境大臣の許可を受けなけ
ればならず、許可を受けるために
は環境省令で定める基準に適合し
なければならない。

D-1 －

国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の財産として保
護と利用を図るため、環境大臣が指定し、保全管理を行って
いる。イワヒバは、当該地域では自然公園法第13条第３項
第10号等の規定に基づき「指定植物」等として採取、損傷が
規制されている植物であるが、公益上の必要性があり、か
つ、その場所以外の場所においては目的を達成することが
できない場合であって採取によって絶滅のおそれがないもの
は、風致景観の維持に支障のない範囲であれば採取が許
可されうる。またこの場合において採取量・採取期間等の一
定条件を付して一括で許可する方法も可能である。

提案主体の要望する「継続
的な採取」が可能であると
解してよいか。

D-1
対応策で示した条件に適合する範囲において、
継続的な採取は可能。

1071 10711020
山梨県富士
河口湖町

西湖いやし
の里原風景
創出構想

伝統的な茅葺き民家建築の部材と
して不可欠な木竹の採取に関して
は、自然公園法１３条及び１４条の
制限に関わらず、環境大臣との協
議の上、自然環境の改変を最小限
とする一定の条件を付した上で、継
続的な採取を可能とする。

環境省 1330230

自然公園内の
一定区域への
立入制限等行
為規制の強化

自然公園法第
15条

当該公園の風致又は景観の維持
とその適正な利用を図るため、特
に必要があるときは、公園計画に
基づいて、特別地域内に利用調整
地区を指定することができる。

D-1 -

立入制限等により利用の適正化を図るためには、現状でも
自然公園法における利用調整地区を指定することによる対
応が可能。なお、自然公園法は、法律を上回る規制を設け
るために条例を制定することを妨げるものではない。なお、
富士河口湖町はエコツーリズムモデル事業の実施地区とし
て選定した。今後、事業実施地区内の他自治体との調整を
図りながら、事業を実施していく。

利用調整地区の指定に
よって、提案内容が実現可
能と解してよいか。

D-1

　利用調整地区の指定により、立入制限をす
ることが可能。また、所定の要件を満たした
団体が、環境大臣の指定を受ければ、指定認
定機関として立入りの認定等の事務を行うこ
とが可能。それらにより、利用調整地区の指
定は、エコツーリズムの推進に資する。

1134 11342010
山梨県富士
河口湖町

青木ヶ原樹
海等エコツー
リズム推進
構想

エコツーリズム推進上の国民的価
値が高く、かつ適正な管理を伴わな
ければ保全が図れない自然公園の
一定の原生的自然区域を、環境大
臣が地権者と合意の上自然公園に
おける「エコツーリズム特別地区」
に指定し、特別地区では、関係都
道府県、関係市町村、エコツアー事
業者、及び地域住民等の協議によ
るエコツアー・ガイドラインを含む
「エコツーリズム推進計画」の策定
を義務付け、国は計画推進に重点
的な支援を行う。また、関係都道府
県または関係市町村が特に条例を
定める場合は、特別地区への一般
立ち入りに関して段階的な制限を
設けることを可能とする。制限の中
には、一定基準を満たして公的認
定を受けたエコツアーガイド（以下、
「公認ガイド」と略す）のみがエコツ
アーを引率できることや、公認ガイ
ドを伴わないと立ち入ることができ
ない区域の設定のほか、条例違反
者に対する取り締まり権限の公認
ガイドへの付与も含まれる。

環境省 1330240

自然公園特別
地域内におけ
る行為等の許
可の柔軟化
（人工物の設
置）

自然公園法第
13条第3項第1
号

自然公園法第９条に基づき、国、
地方公共団体、民間事業者が公
園事業を執行することが可能。こ
の場合、事業の認可の際の基準
及び国立公園の地域ごとに定めら
れる管理計画に適合させる必要が
ある。

D-1 －

第２種特別地域の畑引山集団施設地区において、展望台等
の利用施設の設置が全く不可能ということはなく、公園計
画、事業決定の内容に基づき、現在も園地及び博物展示施
設が整備されている。公園事業施設の追加又は更新とし
て、風致の維持に支障のない範囲で、事業決定の内容及び
管理計画に適合するよう広場の整備、解説板の設置等を行
うことは現行制度で対応可能である。

提案内容が実現可能と解し
てよいか。

D-1
対応策で示した条件に適合する範囲で提案内容
の実現は可能。

1478 14781010 箱根町
畑引山ふれ
あい特区

　畑引山集団施設地区（箱根やす
らぎの森）においては、都会からの
家族連れ、子供達の利用が多い
が、国立公園第２種特別地区A区
域に指定されているため、展望台
等を設置することができない。この
ため、特に子供の目線から見た配
慮が足りないとの利用者の声が多
く、新しくできた近隣の公園に比べ
て物足りなさが感じられる。それを
改善するため特区として第2種特別
地域の制約を解除し、体験設備の
整備を行うもの。箱根やすらぎの森
の広場の一角に、水場や動物の行
動を体験できる木や擬木、コンク
リート製の模型と解説板を設置し、
利用者に提供する。

環境省 1330250

自然公園特別
地域内におけ
る行為等の許
可の柔軟化
（施設整備等
に必要な開伐
等）

自然公園法第
13条第3項第1
号

自然公園法第９条に基づき、国、
地方公共団体、民間事業者が公
園事業を執行することが可能。こ
の場合、事業の認可の際の基準
及び国立公園の地域ごとに定めら
れる管理計画に適合させる必要が
ある。

D-1 －

自然公園法に基づき、当該地には提案にあるようなビジター
センターを整備する必要性は認められており、風致の維持に
支障のない範囲で、事業決定の内容及び管理計画に適合
するよう整備を行うことは現行制度で対応可能である。ま
た、周辺の園路等については、具体的な整備計画に基づき
自然保護事務所と調整が必要である。

提案内容が実現可能と解し
てよいか。

D-1
対応策で示した条件に適合する範囲で提案内容
の実現は可能。

1481 14811010 箱根町
大涌谷自然
散策特区

大涌谷地域は、自然公園法の規制
により、観光開発、整備が禁止され
ている。一方、観光旅行形態の変
化に目を移してみれば自然と直接
ふれあうハイキング等の体験型レ
ジャーが隆盛を迎えつつある。これ
を鑑み、年間300万人を超える観光
客を迎える大涌谷地域について、
温泉地箱根特有の自然の姿を観光
資源として多くの人に紹介するた
め、特区として観光開発、整備が禁
止されている特別地域の制約を解
除し、体験型レジャーを楽しむ観光
客に対応できる施設設備を作る。

環境省 1330260
自然公園特別
地域の普通地
域への格下げ

自然公園法第
13条１項

環境大臣は国立公園について、当
該公園の風致を維持するため、公
園計画に基づいて、その区域内に
特別地域を指定することができる。

C －

自然公園法の特別地域と都市計画法上の商業地域とは指
定の趣旨が異なるため、箱根町提案の理由による普通地域
への格下げは適当でない。
なお、当該地域では、昭和49年より、地域特性に合わせ、他
の特別地域より緩い審査基準を町、県とともに定め、それに
基づいた管理を行っており、地域との連携に努めている。風
致の維持に配慮した形での地域活性化のための町並み整
備等については、町等と調整を図った上で、現行の審査基
準の見直しについて検討することは可能。

現行の審査基準の見直し
に必要な手続きや所要期
間について明らかにされた
い。

C

審査基準を見直し、基準の特例を設けるために
必要な手続及び所要期間は以下のとおり。
手続：①環境省自然保護事務所と街並み整備の
内容や、基準の特例の内容を調整　②法定受託
事務実施県への意見聴取　③自然保護事務所
及び環境本省での基準の特例の審査　④基準
の特例の告示　⑤基準の特例の運用開始
所要期間：基準の特例の内容によって案件ごと
の所要期間に差があることから、一律には示せ
ないが、内容の調整を終えた後、②以降の手続
には概ね４ヶ月ほど要する。

1483 14831010 箱根町
観光振興特
区

　用途地域が指定されている商業
地域で自然公園法特別地域が指
定されている区域を普通地域に格
下げし、都市計画制限まで土地利
用が図れるように緩和する。

環境省 1330270

国立公園特別
地域内におけ
る行為規制の
緩和

自然公園法第
13条１項

環境大臣は国立公園について、当
該公園の風致を維持するため、公
園計画に基づいて、その区域内に
特別地域を指定することができる。

C －

国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の財産として保
護と利用を図るため、環境大臣が指定し、保全管理を行って
いる。国立公園は、風致景観の維持を図りつつ、優れた風
景の観賞・自然とのふれあい等の機会を提供することを目
的としており、高齢者・障害者等の安全確保のためという目
的のみを優先し、特別に規制緩和することは、適当でない。
なお、自然公園は地形が急峻な箇所が多くユニバーサルデ
ザインが導入可能な地区は自ずと限定されるが、計画して
いる施設が審査の基準等に合致するものであれば、現行制
度で対応可能である。手続については、風致上の支障を判
断するために必要な書類を求めており、簡素化はできない
が、早期に相談して頂くことにより迅速な対応は可能であ
る。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。
また、設置場所等について
問題が無ければ高齢者、
障害者に配慮した施設の
設置も認められるものと考
えてよいか。また、その際、
他の場合に比べて対応に
大幅に時間を要することは
ないと考えてよいか。

処置の概要にあるように、国立公園が「国民
共有の財産として保護と利用を図る」ことと、
風致景観の維持を図りつつ、優れた風景の鑑
賞、自然とのふれあい等の機会を提供する
事」を目的としているならなおさら、「高齢者・
障害者等の安全確保のためのみを優先する」
という意味ではなく、間違いなく訪れる超高齢
化社会と心の時代と言われる21世紀のわが
国にマッチングした新しい形の自然環境保護
と利用の形を目指すべきと思慮する。自然環
境の保全に最大限の配慮をしつつ高齢者・障
害者等に一定の配慮をしたユニバーサルデザ
インはそのひとつの形であり、これを地元市町
村としても基本法規を遵守しながら積極的に
実現していこうとするものであり、特区対応を
再検討していただきたい。

C

国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の
財産として保護と利用を図るため、環境大臣が
指定し保全管理を行っており、地形や植生の改
変を抑えることでその風致景観の維持を図って
いる。
ご指摘のとおり、国立公園は広く国民の利用に
供されるべきものであり、高齢者・障害者等に対
する一定の配慮をしたユニバーサルデザインの
導入も検討すべきものと考えるが、一方でこれら
の施設が地形・植生を大きく改変することにより
風致景観の維持に支障を及ぼしてしまっては、
国民共有の財産の保護と利用が図れなくなるこ
とから、慎重な対応が必要と考えている。以上を
踏まえ、風致景観の維持に支障を及ぼさない範
囲でのユニバーサルデザインの導入について
は、具体的な計画をもって個別に調整していただ
くことにより、現行制度での対応が可能。

必要な手続きや所要期間
について明らかにされた
い。

C

国立公園特別地域内において施設の設置を行う
際には、当該計画の内容について環境省自然保
護事務所と調整の上、環境省の定める申請様式
に従い自然公園法第13条の規定による許可申
請を行う。これに対し、環境省等において許可基
準への適合等の審査を行い、許可の可否につい
て判断を行うこととなる。審査に要する標準処理
期間は、法定受託事務を実施する岐阜県知事あ
るいは、自然保護事務所長の専決処理の場合は
それぞれ概ね１か月、環境省本省において処理
を行う場合は概ね２か月である。

1451 14511020
岐阜県丹生
川村

秘境乗鞍山
麓五色ケ原
環境観光共
生特区構想

高齢者・障害者等の安全と安心確
保のために行う恒久的施設の設置
については、安全性確保のため堅
牢性と工事の迅速性が重要となる
ため、国立公園特別地域内におけ
る行為規制の緩和と手続きの簡略
化を行い、対処する。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330290

災害発生後か
ら災害復旧工
事着手までに
必要な関係省
庁への手続
き・協議等の
事前処理

自然公園法第
13条第3項第1
号、同条第7項

国立公園の特別地域において、非
常災害の応急措置を行った場合
は、措置後の届出で済む。
一方、国立公園の特別地域におい
て各種行為を行う場合は、環境大
臣の許可を受けなければならず、
許可を受けるためには環境省令で
定める基準に適合しなければなら
ない。

D-1 ー

国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の財産として保
護と利用を図るため、環境大臣が指定し、保全管理を行って
いる。公園内の災害復旧のための応急措置は、手続に時間
を要することが著しく不合理であるという考えに基づき、事後
の届出による執行を可能としているところ。なお、本格的な
復旧については、通常の要許可行為と同様に手続が必要で
あるが、事務処理の迅速化にも努めているところ。

工作物を元の状態に戻すこ
とについては、復旧作業に
迅速に着手できるものと考
えてよいか。その上で、右
の提案者の意見を踏まえて
再度検討できないか。

自然公園法に関する手続きにおいて、迅速化
が図られるのは許可申請書等の受理後と考
えられるが、災害発生後、許可申請書提出ま
での事前協議時において相当の期間を要す
る。事前にブロック積み、コンクリート擁壁、法
面吹付け、緑化、着色等汎用性が高く、比較
的簡単に計画することが出来る災害復旧工法
の概略を自然公園内に合うよう決定しておくこ
とで協議期間が短縮され、災害発生から工事
着手までのさらなる期間短縮が期待できると
考えられる。

D-1

国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の
財産として保護と利用を図るため、環境大臣が
指定し、保全管理を行っている。
前回回答のとおり、本格的な復旧のうち災害前と
比べて著しい変更を伴う場合は、工作物の新築
又は増築の申請を行う必要があり、特区としてこ
れらの手続を省略することは、風致景観の維持
に支障を及ぼすことから対応は不可である。な
お、あらかじめ災害復旧の工法について調整を
行うことは、災害後の申請受付の迅速化につな
がるものであり、有意義と考える。また、自然公
園法施行規則第12条第10号に基づき、道路の舗
装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路
の改築で、現状に著しい変更を及ぼさない（防護
柵、土留め擁壁等を元の状態に戻すことを含
む。）範囲の行為である場合は、許可を要さずに
実施することができ、現行制度での対応が可能。

1436 14361010 和歌山県

高野熊野世
界遺産活用
地域再生構
想

災害復旧工事において、事前に関
係省庁と災害復旧工法の概略を決
定しておき、災害発生時には事前
に決めた概略に基づき、県の判断
で、即座に復旧作業に着手できる
ようにする。

環境省 1330310

道指定鳥獣保
護区特別保護
地区の指定に
係る国への協
議の簡素化

都道府県知事が都道府県指定鳥
獣保護区の区域内で特別保護地
区の指定等を行う場合、環境大臣
に対して、協議しなければならな
い。

C

都道府県知事から環境省への協議は、国立公園等環境省
が所管する指定地域との整理を要する箇所について調整す
るとともに、絶滅のおそれのある野生動植物への影響など
生態系への被害を防止する観点から、当該指定との調整を
行うためであり、引き続き必要であると考えている。なお、協
議に対して時間を要しているとの指摘については、これを踏
まえて迅速に対応できるよう努力してまいりたい。

右の提案主体の意見を踏
まえ再度検討できないか。

　「国立公園等環境省が所管する指定地域と
の整理を要する箇所について調整する」とあ
るが、各地区自然保護事務所と協議をするこ
とで足りると考える。
　一方で全国的な見地からの調整という観点
からは、国指定鳥獣保護区に指定するべく都
道府県と調整すべきである。

C

現在、自然保護事務所との調整を求めておら
ず、本省とのみ調整をしている。これを自然保護
事務所との調整としても協議が簡素化されるとは
考えられない。また、国立公園等の指定地域との
調整以外に、絶滅のおそれのある野生動植物へ
の影響など生態系への被害を防止する観点か
ら、当該指定との調整を行う必要があり、環境省
への協議は引き続き必要であると考える。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

回答にあるような調整を行うためには、本来、鳥
獣保護区の計画段階で行うか、あるいは国指定
鳥獣保護区で対応する必要があると考える。効
果的な調整の在り方については、引き続き検討
を願いたい。

C
直ちに環境省への協議を廃止することは困難で
あるが、ご意見を踏まえ、効果的な調整の在り方
について検討してまいりたい。

1588 15881010 北海道
野生動物保
護管理プラン

知事が行う鳥獣保護区の指定等に
係る環境省への協議を廃止し届出
とする。

長野県

有害鳥獣捕
獲における
狩猟免許を
有しない従事
者容認特区
構想

基本方針別表１（１３０３）において
認められている特例措置の内容に
おいて、ワナ狩猟免許者の同行を
条件としているが、ワナの種類を箱
ワナに限定して同行条件を外す。

－

免許を有しない者が事故や他の鳥獣の錯誤捕獲
を防止し、適正に鳥獣の捕獲を行うためには、事
前の講習のみでは不十分であり、実際の捕獲現
場において免許を有する者の監督下で捕獲を行
うことにより適正に捕獲を行うことが可能となる。
また、免許を所持しない者のみで捕獲を行うこと
は、事故や錯誤捕獲の発生の可能性をさらに増
加させる要因となることから認められない。
なお、狩猟の適正化及び野生鳥獣の保護管理の
あり方について「野生鳥獣保護管理検討会」を設
置し、多数の項目について議論が行われている
ところであるが、わな限定の免許についても検討
されており、平成１６年度中にとりまとめ、その結
論にしたがって必要な措置を進めていきたい。

1105 11051010

　狩猟免許を有する者の監督については、狩猟
免許を有しない者のわな等の設置を認めるにあ
たり、地域住民の人身事故や目的外の鳥獣の錯
誤捕獲等を防止するための措置として講じてい
るものであり、これを除外することは困難である。
  箱わなであっても、他県では箱わなに子供が閉
じこめられたという事故や錯誤捕獲が現実に発
生していることから、設置に当たっては安全管理
や錯誤捕獲を防止するための知識と技術を有す
る者の監督下で行う必要がある。
　一方、環境省では、狩猟の適正化及び野生鳥
獣の保護管理のあり方について、「野生鳥獣保
護管理検討会」を設置し、多数の項目について
議論が行われているところであるが、狩猟免許
制度についても、安全性の確保、錯誤捕獲の防
止、農林業の健全な発展という観点からの検討
を行っているおり、わなの架設技術の向上を目的
としたわな限定の免許の創設についても検討し
ているところであるが、農林業者についても適切
な捕獲が可能となるよう平成１６年中を目途に中
間とりまとめを行うべく、他の関連項目とともに引
き続き検討会において検討を深めていきたいと
考えている。

右の提案主体の意見を踏
まえ、「箱わなを使いやすく
する。」という観点から再度
検討し、回答されたい。
なお、再検討要請に対する
回答において「わな限定の
免許の創設についても…平
成１６年中を目途に中間と
りまとめを行うべく、…検討
を深めていきたい」とされて
いるが、検討スケジュール
及び検討内容を明らかにさ
れたい。

　箱わなは、餌により誘引して捕獲する単純構造
のわなであるから、狩猟免許を有する者の指示
監督を必要条件とするほど複雑なものではなく、
したがって免許の有無によって、安全の確保等
架設方法に差異が生じるものではない｡
現実に生じている事案（子供が閉じこめられた人
身事故・錯誤捕獲）は、免許を有するものが架設
したわなに起きていて、免許の有無を原因とした
ものではなく偶発的事故の内容となっている。
このことから、事故の防止対策は、箱わな架設時
に狩猟免許を有する者が同行し指示監督するこ
ととは別の次元で措置すべきものであり、まず、
①人身事故は箱わなの設置場所を集落住民や
入山者に周知徹底することで未然に防止するこ
とができること、②錯誤捕獲にあっては、箱わな
は構造上若しくは構造の一部改良（クマ錯誤捕
獲対策の箱わな上部に脱出口の取付け）によっ
て放獣することが可能であるなど、これらの基本
的事項を実務講習で習得させることにより安全
面の確保が図れると考える｡
中山間地域における農作物被害は年々、増加し
ている一方で、狩猟者の減少・高齢化が進み被
害対策に苦慮していると言った背景から、この箱
わなの規制緩和は、鳥獣被害を受ける現地の迅
速かつ効果的対応のひとつと考えるので、一定
の実務講習の受講修了者に限定する条件整備
を前提に規制緩和を再検討されたい。

C

提案を「実現するためには
どうすればいいか。」という
観点から再度検討し回答さ
れたい。
第４次提案において、「新た
な簡易免許のような制度創
設については、…今後の課
題と認識している。」また、
「環境省では、狩猟の適正
化及び野生鳥獣の保護管
理の在り方について考える
『野生鳥獣保護管理検討
会』を設置し、…様々な観
点から狩猟免許制度のあり
方も含めた検討を行ってい
るところであり、…できる限
り早期に検討結果を取りま
とめたい。」と回答されてい
るが、検討スケジュール及
び検討内容を明らかにされ
たい。

　環境省の回答は、「わな」等を一律の概念で
とらえて規制の設置根拠を論じようとしている
が、わなを仕掛ける場合には、山間部等の野
生動物を相手に、その習性や自然の状況等を
判断しながら行うため、「わな」にはその特徴、
仕掛け技術の難易度等が必然的に伴うもので
あり、規制の根拠も個々のわなを想定して検
討するべきと考えます。その点、貴省の回答
は、現場に関わる者とすればその個別の想定
を全く考慮せずに論じられていると考えられま
す。
　まず、安全性の確保と錯誤捕獲防止の両面
から、網・わな猟免許の有資格者による監督
が必要とされるとのことですが、安全性の確保
の観点からみると、「箱わな」は、構造も単純
かつ簡便で、エサの誘引効果により捕獲する
ことから、「トラバサミ」や「ククリわな」を設置す
る際のケモノ道の判読など高度の仕掛け技術
を必要としないものであります。
　また、「箱わな」は設置箇所が第三者であっ
ても目視できることや、箱ワナに「危険表示」を
することにより第三者への注意を喚起できる
など、わなの中でも安全性の高い「わな」とし
て扱われています。
　したがって、「箱わな」に限定した規制緩和項
目の充実は、貴省が考える理由には当てはま
らないものと考えます。
　狩猟免許を有しない者にとっては、適正で効
果的な有害鳥獣の捕獲を行うためには、関係
法令やワナの構造並びに仕掛け技術の基本
的事項が必要となりますが、「箱わな」にあっ
ては、一定の実務講習を受けることで安全面
と仕掛け技術の習得が可能であり、この実務
講習の受講終了者という条件を付すことによ
り、免許資格者の同行を除外することとしたら
どうでしょうか。
　次に錯誤捕獲の防止についてみると、現状
では猟友会員の設置した「箱わな」に目的外
の鳥獣がかかる場合も報告されており、「箱わ
な」については、免許を有しない者が設置する
「わな」と錯誤捕獲の発生との相関関係は貴
省が主張されるようには存在しないと考えま
す。

C環境省 1330300

有害鳥獣捕獲
における狩猟
免許を有しな
い従事者容認
(同行条件の
除外)

　現行の特区制度は、狩猟免許を有しない者がわな等の設
置を行うに当たり、安全性の確保と他の鳥獣の錯誤捕獲等
の防止を図るために、網・わな猟免許を有する者の監督下で
捕獲を行うことを求めている。
　免許を有しない者がわな等を設置するに当たっては、現場
において、実際にわなの設置場所、設置方法について、設
置の状況が適正かどうかを、狩猟免許を有する者が確認す
る必要がある。
　これが適正に行われなかった場合、地域住民への人身事
故や、鳥獣の錯誤捕獲等により鳥獣の保護に支障が生じる
可能性があることから、免許を有しない者が単独で箱わなを
設置することは認められない。

C

有害鳥獣の捕獲許可に基づく捕獲
を実施する際、特区内において免
許を有しない者が網・わなによる捕
獲を行う際には、免許を有する者
の監督下で捕獲を行うこととしてい
る。

○鳥獣の保護
及び狩猟の適
正化に関する
法律第９条
○鳥獣の保護
を図るための
事業を実施す
るための基本
的な指針Ⅱ、
第四、２、
（２）、①
○構造改革特
区　1303

14511010
岐阜県丹生
川村

秘境乗鞍山
麓五色ケ原
環境観光共
生特区構想

事業地の大半は国立公園内の普
通区域に存するが、特別地域内に
おいて指定することができるとされ
ている利用調整地区を普通区域に
おいても指定できるよう規制の改革
を行う。また、指定にあたっては、
指定範囲や利用調整方法について
地元事業実施主体の意向が十分
反映されよう併せて規制の改革を
行う。

環境省 1330280

国立公園内普
通地域に利用
調整地区を指
定

自然公園法第
15条

当該公園の風致又は景観の維持
とその適正な利用を図るため、特
に必要があるときは、公園計画に
基づいて、特別地域内に利用調整
地区を指定することができる。

C －

利用調整地区は、特別地域内において風致又は景観の維
持を図るために指定し、通常の特別地域よりも厳しい制限を
課すもの。風致を維持すべき地域であれば、まず特別地域と
して保護を図った上で、利用調整地区を指定することが適
当。

提案は、特別地域の指定
が困難である実情を踏まえ
つつ、自然環境や風致・景
観を保全する目的で、普通
地域において入山制限等を
行いたいというものである。
そのような制度を導入する
ことについて、提案を「実現
するためにはどうすればい
いか。」という方向で再度検
討し回答されたい。

構想地には国有地、村有地の他、民有地、共
有地、社有地が混在しており、本村が一部借
地をしている。係る所有形態の中で普通地域
に存する民有地、共有地、社有地の地権者に
賛同を得て特別地域とすることは極めて難し
い。しかしながら、地元市町村の意向が反映さ
れた形（例：全面禁煙、入山者制限等）での規
制強化のための利用調整地区のみの設定で
あれば賛同が得られる状況である。本構想は
五色ヶ原の類稀な景観と環境を、地元自治体
の義務として保護し、そして次世代に引き継ぐ
ため大切に保全しながら、広く国民に自然との
ふれあいの機会を提供する新しい観光の形を
目指すものであり、既存の環境保護と観光と
は一線を画しており、経済閉塞感の強い地方
にあって地元市町村の積極的姿勢を示すもの
であり、特区対応を再検討していただきたい。

C

風致景観は、利用調整のみで保全されるのでは
なく、あくまでも特別地域における行為制限が相
まって保全されるものであり、保全の担保が取ら
れていない地域に、より
強い規制をかけることは自然公園法の観点から
は困難。
つまり、特別地域のように開発行為に対する規
制がない普通地域のままでは、利用調整をした
ものの、その他の行為（一定規模以下の工作物
の新築、木竹の伐採、植物の採取等）により、利
用すべき風致景観が損なわれる可能性がある。
特別地域とすることへの関係者同意を得ることが
極めて難しい状況とのことであるが、環境省とし
ても、提案主体が行う当該地域の利用と保全の
方針についての検討に、関係機関とともに参加
し、協力していく用意はある。

普通地域においても優れた
自然の風景地を保護すると
ともに、その利用の増進を
図るべきものと考える。
その場合、特別地域におい
て行われる規制の全てが
行われない場合であって
も、利用調整等を行うことが
有効であることは否定でき
ない。特に、入山規制につ
いては、当該国立公園内及
び周辺における交通手段そ
の他の状況によっては、普
通地域と特別地域とを一体
としてとらえて規制すること
が有効であると考える。
かような観点から、例えば
地元自治体が条例等に
よって普通地域における国
立公園の管理に資する規
定を設けた場合、地元自治
体との協議の上で当該規
定を公園計画の中に位置
づけるというようなスキーム
を設けることは、自然公園
法の法目的にも合致すると
考えられる。
以上を踏まえ、提案趣旨を
どうすれば実現できるの
か、再度検討されたい。

C

ご指摘のように、地元自治体が条例等によって
普通地域における利用規制に関する規定を設け
た場合に、地元自治体との協議の上で当該規定
を公園計画の中に記載することは、現行公園計
画のスキームにおいても可能であり、条例制定
の際には前向きに検討する。
　なお、前回答のとおり、環境省としても、提案主
体が行う当該地域の利用と保全についての検討
に、関係機関とともに参加し協力していく用意は
ある。
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環境省（特区）

担当府
省庁名

管理コー
ド

規制の特例事
項（支援措置
に係る提案事
項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の名
称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1330320
銃による夜間
捕獲の可能化

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第３８条

鳥獣の捕獲にあたり、夜間の銃猟
は禁止されている

C －

１．鳥獣を捕獲するための銃の使用方法については、人命
に関わる重要な事項であり、最大限の配慮が必要となる。過
去において、日出前に競走馬をエゾシカと間違って射殺した
という事例もあり、人命のみならず重要な財産をも損傷する
など、視認ができない夜間捕獲のために銃を使用する危険
性は明らかである。
２．特に大型獣に使用されるライフル銃の到達距離を勘案す
れば、夜間に銃弾の到達範囲内に人や財産の存在を確認
することは困難であり、また、跳弾の原因となる障害物など
の確認も困難である。
３．以上のような夜間の危険性を完全に排除することは困難
と考えられ、夜間の銃の使用は認められない。

右の提案主体の意見を踏
まえ再度検討できないか。

　指摘の事故は狩猟における明らかな違反行
為であり、北海道の提案で前提としている許
可捕獲とは状況が全く異なる。「具体的事業の
実施内容」で示した安全確保のための条件を
付すことにより、昼間における狩猟と安全面で
変わるところはないと考える。

C

　「具体的事業の実施内容」では、夜間の銃の使
用を認める際の要件として、危険のない場所、目
視可能な光量下、地域住民への周知などが示さ
れているが、これらの要件の具体的な判断基準
は明確になっておらず、それぞれの許可権者、許
可を受けた者の判断に委ねられることとなり、安
全性の確保は困難である。
　また、銃の使用は人命や財産の保護の観点か
ら特に慎重に取り扱う必要があり、人の存在や
跳弾の原因となる障害物の視認、鳥獣の識別が
困難な夜間の銃の使用については、自然条件が
区々であることもあり、安全性についての判断基
準を示すことは困難であり、認めることはできな
い。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

回答中に「これらの要件の具体的な判断基準は
明確になっておらず（中略）、安全性の確保は困
難である。」とあるが、許可者、許可を受けた者
が安全の確保に最大限の注意を払い、安全確保
が困難な場合は夜間捕獲を実施しないのは当然
のことであり、危険は回避されると考える。

C

夜間の銃の発砲は、危険の発生が予想されるた
めにとられた規制である。
確実な安全の確保の方法が想定されない状況
下において、許可権者や許可を受けた者に判断
を任せることは認められない。

1588 15882040 北海道
野生動物保
護管理プラン

有害鳥獣捕獲に限り、夜間の銃に
よる捕獲を認めることとし、許可の
権限を道に付与する。

なお、権限の移譲が行われた場
合、それに伴う必要経費等の移譲
も含む。

環境省 1330330
独自の新たな
猟区制度の創
設

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第６８条～７
４条

現行の猟区制度は、狩猟鳥獣の
生息数を確保しつつ安全な狩猟の
実施を図るため、一定の区域にお
いて、放鳥獣、狩猟者数の制限そ
の他狩猟の管理をしようとする者
は、規程を定め、当該区域におけ
る狩猟の管理について都道府県
知事の認可を受けることができる
こととされている。

E －

　提案の内容は、現在の猟区制度とは異なり、規制緩和の
対象ではない。
　なお、鳥獣の保護管理を圏域を分けて実施することは、自
治事務として現行の道の鳥獣保護事業計画に盛り込むこと
で可能であると考えられる。道独自の免許制度や登録制度
がどのようなものを想定されているか不明であり、その内容
については判断することはできないが、現行の免許制度、狩
猟登録制度、捕獲許可制度を変えることなく、特定鳥獣保護
管理計画制度、地域的な捕獲規制、捕獲許可制度の運用な
どを鳥獣保護事業計画に位置づけることで対応できるものと
考える。森林管理と鳥獣行政との調整については、国有林
の場合には、地域管理経営計画策定の際に都道府県知事
と協議していると聞いており、民有林の場合は、知事がたて
る地域森林計画について、道庁内において、鳥獣行政との
協議は可能と考えており、その中で調整が可能であると考え
る。土地管理者への協力の求めについては、当該保護管理
圏域が、それを可能とするための特殊性、公共性を明らかに
することが必要と考えられる。

右の提案主体の意見を踏
まえ再度検討できないか。

「提案の内容は、現在の猟区制度とは異なり、
規制緩和の対象ではない」と指摘にあるが、
そのとおりであり、地域ごとの保護管理の枠
組みとなる新たな法制度を提案したものであ
る。

E

　提案の内容は、新たな制度を整備する必要は
なく、「措置の概要（対応策）」で示したとおり現行
の法制度下において実施可能であるため、現状
において新たに法制度化する必要はないと考え
ている。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

鳥獣の保護管理推進のためには、生態学的に一
定の連続性を持ったユニット毎の管理が理想的
である。
本提案は、鳥獣保護管理制度の理想を描いたも
のとして検討していただきたい。

E

提案の内容は、新たな制度を整備する必要はな
く、「措置の概要（対応策）」で示したとおり現行の
法制度下において実施可能であるが、具体的な
方法の検討に当たっては協力してまいりたい。

1588 15882030 北海道
野生動物保
護管理プラン

土地利用調整等を含め、地域ごと
総合的に鳥獣の保護管理を行うた
めの制度を導入し、その設定権限
を道に付与する。

なお、権限の移譲が行われた場
合、それに伴う必要経費等の移譲
も含む。

環境省 1330340

アライグマの
有害鳥獣捕獲
従事者の要件
緩和

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第９条
鳥獣の保護を
図るための事
業を実施する
ための基本的
な指針Ⅱ、第
四、２、（２）、
①

有害鳥獣捕獲の許可（銃器を使用
する場合を除く。）にあたり、環境
大臣の定める法人が従事者を選
任する際、従事者の中に網・わな
猟免許所持者が含まれ、かつ、従
事者に網・わな猟免許を受けてい
ない者を含むことができるとされて
いるが、この場合、網・わな猟免許
を受けていない者は、網・わな免許
を受けている者の監督下で捕獲を
行うこととされている。

C －

　免許を有しない者がわな等を設置するに当たっては、現場
において、実際にわなの設置場所、設置方法、わなの種類・
構造について、設置の状況が適正かどうかを、狩猟免許を
有する者が確認する必要がある。
　これが適正に行われなかった場合、地域住民への人身事
故や、鳥獣の錯誤捕獲等により鳥獣の保護に支障が生じる
可能性があることから、免許を有しない者が単独でわな等を
設置することは認められない。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

本県では、アライグマによる被害が近年急増
しており、有害鳥獣捕獲による捕獲だけでは
農作物被害の減少するまでには至っていない
状況にあります。アライグマは他の鳥獣に比
べ非常に繁殖力が強く、今の段階で根絶に努
めなければ、今後益々の農作物被害等増加
が十分考えられ、またアライグマの根絶が不
可能になる事も考えられます。このような状況
の中、網・わな猟免許を有しない人が、有害鳥
獣捕獲に従事することによる危険性について
は、アライグマが小型獣であること、継続的に
講習会等を通じて、網・わな猟に関する知識
及び設置方法等について習得するようにする
ことで対応することが可能と考えられる。

C

　小型の罠であっても、知識や技術のない者が
設置することにより目的とした鳥獣以外の鳥獣が
捕獲される錯誤捕獲の可能性があるため、鳥獣
の捕獲に当たっての知識や技術を有していること
を確認するために免許を有していることを許可の
要件としている。
　講習会では知識や技術を伝えることはできて
も、その知識や技術が身に付いたかどうかを確
認することはできないことから、免許を有しない
者のみによる捕獲は認められない。

1427 14271010 和歌山県

アライグマ有
害捕獲に係
る狩猟免許
を有しない従
事者容認事
業

アライグマの有害鳥獣捕獲従事者
について、捕獲技術、安全性の確
保が認められる場合、網・わな猟免
許を受けていない者のみによる従
事を認める。

環境省 1330350
鳥獣捕獲許可
の一部の手続
きの簡素化

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第９条第１
項

学術研究の目的、鳥獣による生活
環境、農林水産業又は生態系に
係る被害の防止の目的、法第七条
第二項第五号に掲げる特定鳥獣
の数の調整の目的その他環境省
令で定める目的で鳥獣の捕獲等
又は鳥類の卵の採取等をしようと
する者は、環境大臣又は都道府県
知事の許可を受けなければならな
いとされている。

C －

　毎年継続される捕獲許可であっても、その都度、鳥獣の生
息状況等の実態を考慮し、適切な捕獲数等について限定し
た捕獲許可を行っていく必要があることから、提案のように
捕獲許可を初年度のみとし、その後届け出制とすることは、
当該鳥獣の生息数に急激な変動が生じた場合など、その
時々の鳥獣の生息実態にあったきめ細かな鳥獣の保護管
理が困難となることから、認められない。
　なお、北海道の自然環境の特異性と本特例事項との関係
が不明である。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。
その際、許可の取り消しな
どと組み合わせ、かつ数等
や目的について限定するな
どすることによって提案の
趣旨を一部でも実現するこ
とができないか再度検討
し、回答されたい。

　北海道が提案した制度の対象となるのは、
①反復継続される学術研究、②特定鳥獣保護
管理計画に基づく特定鳥獣の数の調整、③伝
統的な祭礼行事等への利用のための鳥獣の
捕獲に限っている。また、届出制とする期間は
限定したもの（３年以内等）であり、かつ鳥獣
生息数の動向に応じて短縮すると考える。
　以上により、指摘のような事態は生じない。

C

　行為の目的や、捕獲数、期間を限定したとして
も、案件毎に生息実態に応じたきめ細かな許認
可審査を行うことができないことには代わりはな
い。
　なお、許可申請の事由によっては、鳥獣の生息
状況に変化があったときは許可を取り消すことが
あり得ることを条件に、許可期間を長期間（３年
以内等）の許可とし、許可期間中の年度当初に
おいては、前年度の捕獲実績と併せて当該年度
の捕獲計画の提出を条件とすることについても
検討を行いたいと考えている。

「許可期間を長期間（３年以
内等）の許可と…すること
についても検討」と回答され
ているが、現段階での方針
を明確に示されたい。

回答の中で、複数年にわたる長期間の許可を行
う考えが示されたので、その考え方に沿った捕獲
許可の運用を検討したい。

B-2 Ⅳ

許可申請の事由のうち可能なものについては、
生息状況に変化があったときは許可を取消すこ
と等を条件に、許可期間を長期間（３年以内等）
とすることについて検討し、平成１７年度中の措
置とする。

1588 15881020 北海道
野生動物保
護管理プラン

数年にわたり同一内容で捕獲を継
続する捕獲許可（学術研究、特定
鳥獣保護管理計画に基づく特定鳥
獣の数の調整及び伝統的な祭礼行
事等への利用のための鳥獣の捕
獲のうち、一定の条件を満たしたも
の）においては、初回の許可の後、
再度申請を行う場合は、一定以上
の内容の変更がない限りにおい
て、届け出制とする。

環境省 1330360
鳥獣保護区の
設定の緩和化

－ － － －
具体的な要望内容が不明なため、当該区域においてどのよ
うな規制緩和を想定されているのか教示されたい。

－ 1363 13631070 民間企業
馬毛島地域
再生特区構
想
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